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高
句
麗
長
安
城
城
壁
石
刻
の
基
礎
的
研
究

田

中

俊

明

高句麗長安城城壁石刻の基礎的研究（田中）

は
　
じ
　
め
　
に

　
こ
こ
に
い
う
高
句
麗
長
安
城
と
は
、
高
句
麗
最
後
の
王
都
で
あ
り
、
『
三

国
史
記
』
高
句
麗
本
紀
・
陽
原
王
八
年
（
五
五
二
）
条
に
「
長
安
城
を
築
く
」

と
あ
り
、
同
・
平
原
王
二
八
年
（
五
八
六
）
条
に
「
都
を
長
安
城
に
移
す
」

と
あ
る
（
と
も
に
巻
一
九
）
、
そ
れ
を
指
す
。
こ
の
長
安
城
に
つ
い
て
、
『
三

国
史
記
』
に
対
す
る
不
信
感
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
認
め
な
い
学
説
も
あ
っ
た

が
、
私
は
先
に
、
前
稿
「
高
句
麗
長
安
城
の
位
置
と
遷
都
の
有
無
」
（
『
史
林
』

六
七
巻
四
号
、
一
九
八
四
年
七
月
）
に
お
い
て
、
そ
の
批
判
を
試
み
、
中
国

史
書
の
み
に
拠
っ
て
も
、
遷
都
が
確
か
に
あ
っ
た
と
確
認
で
き
、
ま
た
長
安

城
の
位
置
も
現
在
の
ピ
．
一
ン
ヤ
ソ
帯
街
に
あ
っ
た
と
確
定
し
得
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
否
定
説
は
完
全
に
克
服
し
得
た
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
本
来
の
課
題
で
あ
る
、
長
安
城
の
築
城
を

め
ぐ
る
問
題
、
即
ち
平
面
構
造
や
築
城
の
経
緯
を
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に

考
え
、
さ
ら
に
は
遷
都
に
至
っ
た
事
情
・
背
景
や
遷
都
の
意
義
等
を
追
究
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
史
料
が
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
街

の
城
壁
、
あ
る
い
は
そ
の
附
近
か
ら
発
見
さ
れ
た
城
壁
石
刻
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、
前
稿
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
以
下
、

共
和
国
）
に
お
い
て
既
に
こ
の
城
壁
石
刻
を
そ
う
し
た
観
点
で
利
用
し
て
お

り
、
そ
れ
が
共
和
国
の
研
究
の
、
研
究
史
上
に
も
つ
画
期
的
な
意
義
の
一
つ

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
た
め
の
重
要
な
前
提
、
即
ち
こ
の
石

刻
が
確
か
に
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
開
確
に
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
、
研
究
の
大
系
と
し
て
は
不
完
全
な
も
の
で
し
か
な

か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
そ
の
理
解
に
は
種
々
の
疑
問
点
が

あ
り
、
そ
れ
ら
を
訂
す
必
要
も
あ
り
、
ま
た
新
た
に
追
究
す
べ
き
問
題
も
少

な
く
な
い
。

　
従
っ
て
小
稿
で
は
、
紙
輻
の
関
係
も
あ
る
が
、
前
稿
に
ひ
き
つ
づ
き
、
高

句
麗
長
安
城
の
築
城
と
遷
都
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
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そ
の
た
め
の
直
接
的
な
史
料
と
な
る
城
壁
石
刻
の
内
容
・
性
格
・
年
代
等
に

つ
い
て
の
吟
味
を
し
た
い
と
思
う
。

城
壁
石
刻
の
発
見
経
回
と
釈
文

　
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
街
の
鰯
鯨
、
あ
る
い
は
そ
の
附
近
か
ら
発
見
さ
れ
た
城
壁

石
刻
で
、
高
句
麗
時
代
の
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
の

と
こ
ろ
、
五
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
所
在
の
確
か
な
も
の
は
三
例

の
み
で
、
残
る
二
例
は
文
献
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
な
か
に
は
、
発
見
の
経
緯
、
こ
と
に
は
発
艦
地
点
が
必
ら
ず
し
も
明
ら

か
で
な
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
の
釈
文
に
も
問
題
が
あ
る
も
の
が

あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
存
否
を
問
わ
な
い
で
そ
の
五
例
を
、
発
見
の
順
に
従

っ
て
〔
W
～
⑤
と
称
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
見
の
経
緯
、
発
育
地
点
な
ど
を
整
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
、
釈
文
を
あ
ら
た
め
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
1
　
城
壁
石
刻
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ま
ず
第
ω
は
、
燕
庭
総
門
海
『
海
東
金
石
苑
』
（
一
八
三
一
年
成
立
）
の
巻

一
に
、
「
高
勾
騙
故
城
石
刻
」
と
題
し
て
載
録
す
る
も
の
で
、
そ
こ
に
は
二

例
載
録
す
る
が
、
そ
の
う
ち
の
後
者
で
あ
る
。
附
載
す
る
金
正
喜
の
題
賊
に

　
　
此
刻
出
於
丙
戌
、
今
六
十
四
年
、
不
可
群
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
あ
り
、
金
正
喜
が
記
し
た
の
が
一
八
二
九
年
で
あ
る
か
ら
、
「
丙
戌
」
は
一

七
六
六
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
年
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

が
、
一
八
二
九
年
の
時
点
で
既
に
所
在
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
現
在
も
な
お
、
存
否
・
所
在
が
確
認
で
き
な
い
。
発
見
地
点
も
不
詳

で
あ
る
が
、
二
例
載
録
す
る
う
ち
の
前
者
に
つ
い
て
、
金
正
喜
が
つ
づ
け
て

「
又
得
一
石
塁
外
城
鳥
灘
下
」
と
し
て
お
り
、
察
熈
国
氏
や
郷
燦
永
氏
は
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
理
由
も
示
さ
ず
に
、
こ
ち
ら
も
同
じ
「
長
薯
」
で
発
見
さ
れ
た
と
す
る
。

崔
義
林
氏
も
ま
た
、
記
す
干
支
お
よ
び
文
章
表
現
法
が
同
じ
こ
と
な
ど
を
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

由
と
し
て
、
同
様
に
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
推
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
後
述

す
る
よ
う
に
こ
う
し
た
推
測
は
成
り
立
ち
難
く
、
少
な
く
と
も
原
位
置
が
両

者
同
じ
で
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
正
確
な
地
点
は
、
今
の

と
こ
ろ
知
り
よ
う
が
な
い
。

　
釈
文
は
、
右
に
記
し
た
よ
う
な
事
情
で
、
『
海
東
金
石
苑
』
を
通
し
て
の

み
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
そ
れ
を
転
載
す
る
し
か
な

い
。
た
だ
、
「
金
正
喜
撫
塞
」
と
い
う
註
記
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
か

の
よ
う
で
あ
る
が
、
劉
承
幹
重
校
本
で
は
「
金
正
喜
補
書
」
と
改
め
、
「
弟
二

刻
、
天
金
正
喜
重
書
、
燕
庭
先
生
謂
是
樵
本
、
亦
誤
」
と
し
て
お
り
、
そ
れ

に
従
え
ば
、
「
金
正
喜
重
書
」
に
基
づ
く
と
み
る
ほ
う
が
正
し
い
よ
う
で
あ

る
。
釈
文
は
改
行
せ
ず
に
つ
づ
け
て
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
劉
承
雛
型

校
本
に
従
っ
て
、
改
行
し
た
形
で
転
載
す
る
（
次
頁
）
。

　
こ
の
釈
文
に
対
す
る
検
討
は
、
い
ま
や
な
し
得
な
い
が
、
一
つ
指
摘
し
て
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高句麗長安城城壁石刻の基礎的研究（田中）

城
壁
石
刻
ω

　
　
1
2

　
1
己
丑

　
2
年
五

　
3
月
廿

　
4
八
日

　
5
始
役

　
6
西
向

　
7
十
一

　
8
里
小

　
9
兄
相

　
1
0
夫
若

　
遅
三
三

　
招
造
作

お
く
べ
き
こ
と
は
、
二
例
載
録
す
る
う
ち
の
前
者
に
つ

い
て
、
干
支
を
同
じ
く
「
己
丑
」
と
釈
し
て
い
る
が
、

そ
ち
ら
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
己
酉
」
と
釈

す
の
が
妥
当
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
己
丑
」
も
、

あ
る
い
は
「
巴
酉
」
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
が
残
る
こ

と
で
あ
る
。
原
石
刻
・
拓
本
等
に
拠
ら
ず
に
、
過
去
の

釈
文
の
み
に
拠
っ
て
内
容
を
考
え
る
こ
と
は
、
極
め
て

慎
重
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
こ
と
を
銘
記
す
べ
き
で
あ

る
。

韓
金
石
録
』
（
一
八
五
八
年
頃
成
立
）

は
、
「
高
句
騒
故
城
刻
字
二
種
」

ち
の
前
者
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
い
つ
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
『
海
東
金
石
苑
』

で
は
全
く
ふ
れ
て
い
な
い
が
、
『
三
韓
金
石
録
』
に
所
引
の
『
平
壌
志
』
に
、

　
　
夕
露
己
丑
（
一
八
二
九
年
）
大
振
、
九
畳
城
潰
決
、
搾
出
二
型
石

と
あ
り
、
こ
れ
に
拠
っ
て
、
一
八
二
九
年
の
洪
水
の
際
に
発
見
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
2
　
城
壁
石
刻
②

　
第
②
は
、
　
『
海
東
金
石
苑
』
に
載
録
す
る
二
例
の
う

ち
、
残
る
前
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
呉
慶
錫
『
三

　
　
　
　
⑥

　
　
　
　
　
　
に
も
載
録
す
る
。
『
三
韓
金
石
録
』
に

　
　
　
　
と
題
し
て
二
例
載
録
し
て
お
り
、
そ
の
う

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
発
見
地
点
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
海
東
金
石
苑
』
に
附
載
す
る

金
正
喜
の
題
賊
に
「
外
城
下
灘
下
」
で
あ
る
と
明
記
す
る
が
、
右
記
の
『
平

壌
志
』
に
よ
れ
ば
「
九
畳
城
偏
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
「
九
畳

城
」
は
、
呉
慶
錫
も
「
〔
平
壌
志
〕
又
云
九
畳
城
、
稽
之
、
諸
史
邑
城
井
無

九
畳
唱
名
、
以
侯
異
日
更
考
」
と
す
る
よ
う
に
、
不
詳
で
あ
る
。
そ
こ
で
右

の
金
正
喜
の
記
述
と
、
呉
慶
錫
の
、
よ
り
具
体
的
な
、

　
　
此
刻
在
今
平
壌
府
治
西
十
里
鳥
灘
江
涯
、
余
於
威
豊
乙
卯
（
一
八
五
五

　
　
年
）
作
燕
壁
之
行
路
、
出
箕
誠
、
謁
股
師
墓
、
歴
覧
井
田
香
容
、
因
沿

　
　
江
而
釜
閑
似
亭
、
訪
得
此
刻
子
故
城
潰
決
処

と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
発
見
地
点
に
つ
い
て
は
じ
め
に
考
察
を
加
え
た
の
は
、
崔
義
林
氏
で
あ
る
。

華
氏
は
『
三
韓
金
石
録
』
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
金
正
喜
の
記
す

「
鳥
灘
」
が
唯
一
の
手
が
か
り
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
鳥
灘
は
羊
角
島

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
よ
っ
て
そ
の
上
流
に
生
じ
た
実
紀
で
あ
る
」
と
し
て
、
ま
ず
羊
笹
島
の
位

置
を
求
め
た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
も
羊
角
島
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
当
時
の
羊

角
島
と
同
じ
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
り
、
雀
氏
は
丁
若
鮎
『
大
東
水

質
』
（
一
八
一
四
年
成
立
）
の
浪
水
晶
の
「
淵
融
々
平
々
巌
、
下
有
羊
角
乗
」

と
い
う
記
事
に
基
づ
い
て
、
現
在
の
羊
角
島
の
下
流
に
あ
る
狸
巌
よ
り
も
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ら
に
下
流
に
、
当
蒔
の
羊
角
窓
が
あ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
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れ
は
具
体
的
に
は
、
楽
浪
区
域
土
城
洞
麻
屯
津
附
近
の
大
同
江
中
に
あ
り
、

従
っ
て
そ
の
上
流
に
あ
る
鳥
灘
は
、
外
城
渡
し
場
附
近
の
城
壁
毒
あ
た
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

比
定
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
崔
氏
の
こ
の
考
察
は
、
正
し
く
な
い
。
例
え
ば
、
京
都
大
学
文
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

部
に
は
平
壌
城
図
心
風
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
・
九
世
紀
の
も
の
と

　
　
　
⑪

み
ら
れ
る
こ
の
古
図
に
は
、
羊
角
島
も
狸
巌
も
、
そ
し
て
鼠
戸
も
、
は
っ
き

り
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
位
置
関
係
は
、
狸
巌
の
上
流
に
羊
角
田
が
み
え
、

そ
の
更
に
上
流
に
鳥
灘
が
み
え
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
狸
巌
の
位
置
は

か
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
島
の
形
が
土
砂
の
堆
積
流
出
等
に
よ
っ
て
か

わ
っ
た
と
し
て
も
、
羊
角
島
が
狸
巌
の
上
流
に
位
置
す
る
と
い
う
点
で
は
、

現
在
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
鳥
灘
は
そ
の
上
流
に
み
え
る
の

で
あ
り
、
正
陽
門
・
含
壷
中
を
も
つ
中
城
壁
が
大
同
江
に
臨
む
あ
た
り
に
記

　
　
　
　
⑫

さ
れ
て
い
る
（
図
版
【
参
照
）
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
蜜
豆
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
崔
氏
の
用
い
た
『
大
東
理
経
』
の
記
事
は
、
実
は
高
麗
粛
宗
七
年
（
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

〇
二
）
に
係
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
も
そ
も
そ
れ
に
よ
っ
て
一
九
世
紀

の
烏
灘
の
位
置
を
考
え
る
こ
と
自
体
が
無
理
な
の
で
あ
る
。
一
九
八
二
年
の

　
　
　
　
　
⑮

「
平
壌
案
内
図
」
に
よ
れ
ば
、
里
岩
島
の
上
流
に
羊
佃
島
が
み
え
、
そ
の
対

岸
に
「
烏
灘
江
岸
通
り
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
上
の
情
報
は
今
持

た
な
い
が
、
恐
ら
く
現
在
も
、
烏
灘
と
よ
ぶ
地
点
が
、
一
九
世
紀
と
そ
れ
ほ

ど
か
わ
り
な
く
、
存
在
す
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
現
在
の
烏
灘

の
位
置
に
基
づ
い
て
、
発
見
地
点
を
求
め
た
ほ
う
が
、
本
来
的
に
正
当
で
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
雛
氏
は
ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
、
現
在
の
羊
直
島

や
烏
灘
を
基
準
に
し
な
い
で
、
別
の
位
澱
に
求
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
別
の
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
示
す
よ
う
に
、

こ
の
②
に
は
「
自
此
下
向
東
十
二
里
」
と
い
う
句
が
あ
る
が
、
右
の
鳥
灘
の

層
畳
は
、
城
壁
が
む
し
ろ
南
北
に
走
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

「
向
東
」
を
解
釈
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
向
東
」
と
あ
る
に
ふ

さ
わ
し
い
位
置
を
求
め
た
結
果
が
、
上
記
の
よ
う
な
考
察
に
な
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
崔
氏
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ω
も
ま
た
同
じ
地
点
で
発

見
さ
れ
た
と
み
て
お
り
、
ω
に
は
「
西
向
十
一
里
」
と
あ
る
。
そ
し
て
両
者

を
ふ
ま
え
て
「
平
壌
城
を
な
し
て
い
る
城
壁
の
中
で
、
東
側
に
1
2
里
、
西
側

に
1
1
毘
に
該
当
す
る
、
そ
の
よ
う
な
長
い
区
画
の
出
発
点
は
、
上
で
解
明
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
地
点
以
外
に
、
他
の
所
で
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
崔
氏
の

考
察
は
恐
ら
く
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
進
め
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
実
際
の
発
見
地
点
は
ど
こ
か
。
現
在
の
烏
灘
と
そ
れ
ほ
ど
か
わ
ら

な
い
地
点
と
み
て
よ
い
の
か
。
ω
の
発
見
地
点
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
②

と
は
別
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
わ
せ
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
②

に
「
蛍
池
」
と
あ
る
こ
と
は
、
や
は
り
無
視
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
私
も
ま

120 （642）



高句麗長安城城壁石刻の基礎的研究（田中）

た
、
烏
灘
を
発
見
地
点
と
す
る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
呉
慶
錫
の
記
述
を
み
て
み
る
と
、
彼
は
一
八
五
五

年
、
北
京
訪
問
の
途
中
に
自
ら
こ
の
地
に
立
ち
寄
り
、
股
師
墓
．
井
田
故
肚

を
経
て
、
江
に
沿
っ
て
閑
似
亭
に
至
り
、
故
城
潰
決
の
処
に
お
い
て
こ
の
石

刻
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
石
刻
は
、
豊
丘
亭

附
近
の
故
城
潰
決
処
が
発
見
地
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
閑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

似
亭
と
は
、
徐
命
敏
「
閑
似
亭
記
」
に
よ
れ
ば
、
一
七
六
六
年
～
七
八
年
の

間
に
完
成
し
た
「
潰
上
」
即
ち
大
同
江
ほ
と
り
の
小
亭
で
あ
り
、
一
七
七
八

年
に
徐
命
敏
が
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
前
述
の
平
壌
城

図
屏
風
に
も
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
附
近
の
城
壁
が
崩

れ
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
図
版
一
参
照
）
。

そ
の
位
置
は
、
外
城
壁
の
ほ
ぼ
南
端
に
あ
た
り
、
崔
氏
の
求
め
た
地
点
と
は

結
果
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
か
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
閑
似
亭
は
、
現
在
ど
う

で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
情
報
を
も
た
な
い
が
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

図
、
陸
地
測
量
部
発
行
の
五
万
分
の
一
の
地
図
「
岐
陽
」
に
も
、
「
聞
似
亭
」

と
し
て
明
記
さ
れ
て
お
り
、
位
置
と
し
て
は
問
題
な
い
と
考
え
る
。
こ
こ
な

ら
ば
、
「
向
東
」
に
つ
い
て
も
ふ
さ
わ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
発
見
地
点
が
求
め
ら
れ
る
と
、
金
正
喜
の
「
外

城
烏
灘
下
」
、
お
よ
び
呉
慶
錫
も
「
此
刻
幽
幽
平
壌
府
治
西
十
里
鳥
灘
江
涯
」

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
当
然
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

確
言
は
で
き
な

い
が
、
あ
る
い

は
次
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う

か
。
前
述
し
た

「
平
壌
案
内
図
」

の
「
烏
三
江
岸

通
り
」
が
そ
の

手
掛
り
に
な
る

の
で
あ
る
が
、

大
同
江
は
、
こ

の
烏
灘
ま
で
至

っ
て
、
羊
角
島

を
は
さ
ん
で
流

れ
が
二
つ
に
わ

か
れ
る
。
そ
の

う
ち
の
外
城
壁

側
を
、
烏
灘
江

と
で
も
よ
ん
だ

塾
難

図1　城壁石刻②拓本（註㊧参照）
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の
で
は
な
い
か
。
金
正
喜
の
「
鳥
灘
下
」
は
、
碁
勢
の
下
流
、
質
置
錫
の
「
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぎ
わ

灘
江
涯
」
は
そ
の
華
車
江
の
涯
、
と
み
れ
ば
、
閑
野
鶏
附
近
で
あ
っ
て
も
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
て
矛
盾
と
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
呉
慶
錫
の
「
府
治
西

十
里
」
は
「
南
」
の
誤
り
と
で
も
み
な
け
れ
ば
、
理
解
は
困
難
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
②
は
、
呉
慶
錫
が
入
手
し
、
一
九
一
九
年
に
は
そ
の
子
呉
世
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

氏
が
蔵
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
当
時
既
に
砕
け
て
、
　
一
部
を
閥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

侠
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
の
経
路
は
わ
か
ら
な
い
が
、
現
在
は
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

ウ
ル
の
梨
花
女
子
大
学
校
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
（
図
1
）
。

　
釈
文
は
、
『
海
東
金
石
苑
』
が
提
示
す
る
も
の
が
最
も
古
い
。
①
と
違
っ

て
何
毛
記
し
て
い
な
い
が
、
金
正
喜
の
も
た
ら
し
た
拓
本
に
よ
っ
て
劉
喜
海

自
身
が
釈
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、
　
『
三
韓
金
石
録
』
に

所
引
の
『
平
壌
志
』
も
釈
文
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
の
年
次
は
不
分
明
な
が

ら
、
や
は
り
発
見
当
初
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
い
で
、
そ
の
『
平
壌
志
』
の
釈

劉
喜
海
『
海
東
金
石
苑
』

『
平
壌
士
心
』
（
『
三
韓
金
石
録
隔
所
3
1
）

呉
慶
錫
『
三
韓
金
石
録
』

『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上

裂
承
幹
重
星
『
海
東
金
石
苑
』

井
上
秀
雄

　
1
2
3
2

1　
己
歯
学

　
己
丑
年

　
巴
丑
年

　
己
粛
学

　
己
丑
年

　
下
歯
年

1
2
3
4
5
3

五
月
廿
｝
臼

三
月
昔
一
日

三
月
廿
一
コ

口
月
＋
一
日

三
月
廿
一
日

口
写
□
甘
口

文
を
、
実
見
に
基
づ
い
て
訂
し
た
、
呉
慶
錫
自
身
の
釈
文
が
あ
り
、
ま
た
劉

喜
劇
釈
文
を
、
「
石
本
」
に
基
づ
い
て
訂
し
た
、
『
海
東
金
石
苑
』
重
校
本
の

劉
承
幹
釈
文
が
あ
る
。
薬
事
幹
釈
文
に
先
だ
つ
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
の
釈

文
は
、
嘉
時
呉
世
昌
氏
所
蔵
の
現
物
に
拠
っ
て
い
る
が
、
先
に
も
ふ
れ
た
よ

う
に
、
既
に
砕
け
て
お
り
、
關
侠
し
た
一
部
（
第
ご
行
）
は
、
「
呉
世
昌
氏
蔵

旧
振
二
十
ル
」
と
い
う
。
こ
れ
以
後
、
釈
文
を
著
録
す
る
も
の
も
い
く
つ
か

あ
る
が
、
み
な
右
記
の
い
ず
れ
か
（
主
に
は
『
海
東
金
石
苑
』
）
を
転
載
す
る

の
み
で
、
独
自
の
釈
読
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
近
年
に
至
っ
て
、
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

上
秀
雄
氏
が
新
た
に
釈
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
㈲
の
釈
文
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
右

記
諸
氏
の
釈
文
を
比
較
検
討
し
た
い
。
た
だ
し
劉
喜
海
と
『
平
壌
志
』
の
釈

文
以
外
は
、
原
形
の
通
り
、
行
別
に
改
行
し
て
記
し
て
い
る
が
、
便
宜
上
、

縦
に
つ
づ
け
た
う
え
で
、
全
て
を
お
よ
そ
年
代
順
に
な
ら
べ
る
こ
と
と
す
る
。

1
2
3
4
5
4
【

二
幅
以
下
向

自
属
下
向

自
此
下
向

日
赤
下
向

自
立
下
向

自
門
下
向

1
2
3
4
5

束東東東東東
十十十十十十
里里里里里里

1
2
3
4
6

物
省
三
兄

物
筍
小
兄

物
筍
三
兄

物
筍
小
兄

物
省
小
兄

（
省
）

物
筍
小
兄

1
2
3
4
7

俳
□
百
頭

俳
電
電
頭

俳
濱
百
頭

俳
須
百
頭

鐙
骨
百
頭

俳
三
百
頭

1
2
0
Q

□
節
夷

腓
蔀
　

作
言
突

□
節
突

□
節
夷

□
節
奨
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こ
う
し
て
並
記
す
れ
ば
、
諸
氏
の
釈
文
間
の
異
同
の
所
在
が
明
確
に
な
る

が
、
そ
こ
で
次
に
そ
の
異
同
の
あ
る
も
の
を
中
心
に
、
図
1
・
図
版
二
（
右

記
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
に
「
呉
世
昌
茂
蔵
」
と
し
、
現
在
は
黄
寿
永
氏
が

　
　
　
　
　
㊧

所
蔵
す
る
旧
型
）
を
参
照
し
つ
つ
、
順
次
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
1
2
（
第
1
行
第
2
字
を
指
す
。
以
下
同
じ
）
は
、
井
上
氏
の
み
が

「
酉
」
と
釈
す
。
こ
れ
は
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
井
上
氏
の
釈
す
通
り
、
「
酉
し

の
ほ
う
が
妥
妾
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、
別
に
崔
結
構
氏
の
指
r

　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

摘
も
あ
り
、
私
も
ま
た
実
見
し
て
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　
2
は
、
末
字
の
一
部
分
を
残
し
て
園
評
し
て
お
り
、
2
以
下
は
そ
れ
で
も

黄
寿
永
氏
所
蔵
旧
拓
に
よ
っ
て
何
と
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
1
は

確
認
の
し
ょ
う
が
な
い
。
1
は
劉
喜
海
『
海
東
金
石
苑
』
の
み
が
「
五
」
と

釈
し
て
い
る
が
、
玉
里
幹
重
校
本
で
は
「
三
」
と
改
め
、
　
コ
ニ
月
、
原
作
五

月
、
今
審
石
本
、
当
是
三
字
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
や
呉
慶
錫
を
信
じ
れ
ば
、

コ
ニ
」
で
よ
い
こ
と
に
な
る
。
2
以
下
は
、
『
金
石
総
覧
』
が
先
述
の
よ
う

に
旧
拓
に
よ
っ
て
釈
し
て
い
る
が
、
井
上
流
以
外
の
諸
氏
と
同
じ
釈
読
を
得

て
い
る
。
私
も
旧
拓
に
よ
っ
て
判
断
す
る
限
り
、
そ
れ
で
よ
い
と
考
え
る
。

　
3
で
は
、
劉
喜
海
『
海
東
金
石
苑
』
の
み
が
、
他
に
は
み
ら
れ
な
い
「
以
」

字
を
含
め
た
五
字
に
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
劉
承
幹
重
校
本
の
「
自
此
下
、

原
器
作
自
此
以
下
、
今
節
石
本
、
実
無
難
字
」
と
い
う
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も

な
く
、
容
易
に
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
劉
嘉
海
の
単
純
な
ミ
ス
で
あ
ろ

城
壁
石
刻
ω

　
1
9
臼
3
4
「
D

1
己
酉
年

（
三
）

2
□
月
毛
一
臼

3
自
筆
下
向

4
東
十
二
里

5
物
荷
小
兄

6
俳
瀕
百
頭

7
作
館
夷

b
つ
。

の
ま
ま
記
す
な
ら
ば
「
頓
」

　
7
1
は
、
『
平
壌
志
』
が

志
…
…
以
作
為
腓
…
…
誤
」
と
し
て
、

慶
錫
の
示
す
通
り
、
「
作
」

が
わ
か
れ
る
が
、
「
節
」
を
指
す
と
み
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

し
ょ
う
と
す
れ
ば
「
蕗
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
れ
ば
、
②
の
釈
文
は
右
の
よ
う
に
な
る
。

　
5
2
は
、
「
省
」
と
「
筍
」
と
に
わ
か
れ
る

が
、
こ
れ
は
「
筍
」
の
ほ
う
が
よ
い
。

　
6
1
は
、
『
平
壌
志
』
の
み
「
俳
」
と
釈
す
る

が
、
こ
れ
も
、
呉
慶
錫
の
「
平
壌
志
、
以
俳
為

俳
…
…
誤
」
と
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、

　
「
俳
」
で
よ
い
。
2
は
、
釈
し
か
た
は
わ
か
れ

る
が
、
「
須
」
を
指
す
と
み
る
こ
と
は
同
じ
で

あ
る
。
く
ず
し
た
形
に
な
っ
て
は
い
る
が
、
そ

で
あ
る
。

「
難
し
と
釈
す
の
に
対
し
、
呉
慶
錫
は
「
平
壌

　
　
　
　
「
作
」
に
改
め
て
い
る
。
こ
れ
は
呉

で
問
題
な
か
ろ
う
。
2
は
、
こ
れ
も
釈
し
か
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近
い
形
に

　
　
　
　
3
　
城
壁
石
刻
圖

　
第
㈲
は
、
『
三
韓
金
石
録
』
に
載
録
す
る
二
例
の
う
ち
の
後
者
で
あ
る
。

ω
と
と
も
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
発
見
年
代
・
発
見
地
点
は
従
っ
て
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②
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
②
と
違
っ
て
、
現
在
の
存
否
・
所
在
は
不
詳
で
あ

る
。　

釈
文
は
、
『
三
韓
金
石
録
』
に
載
せ
る
も
の
で
し
か
知
り
得
な
い
が
、
所

引
の
『
平
壌
志
』
に
、
「
一
石
有
己
丑
年
三
月
廿
一
日
自
此
下
向
東
下
二
里

町
中
百
頭
上
位
使
余
薫
節
笑
二
十
七
字
」
と
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
呉
慶
錫
は
、

実
見
に
よ
っ
て
「
平
壌
志
…
…
習
作
…
…
為
伐
、
皆
誤
、
品
評
一
石
二
十
七

話
者
、
未
見
丈
字
、
弟
ご
石
獣
下
野
、
今
己
湖
損
、
幾
不
可
辮
、
然
二
審
三

跡
、
恐
非
東
字
」
と
し
て
、
自
ら
訂
し
た
釈
文
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
に
す
る
（
左
掲
）
。

　
ω
と
同
様
に
、
こ
の
釈
文
に
対
す
る
検
討
も
、
い
ま
や
な
し
得
な
い
が
、

問
題
点
を
二
・
三
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
干
支
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
三
韓
金
石
録
』
は
②
と
㈲
と
を
載
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
、
と
も
に
干
支
を
「
己
丑
」
と
釈
し
て
い

城
壁
石
刻
㈲

　
！
2
り
0
4
5
ρ
0

1
己
丑
年
三
月

2
廿
一
日
自
此
下

3
向
□
下
二
里

4
内
観
百
頭
上

5
位
使
余
丈
作

6
鄭
実

る
（
所
引
の
『
平
壌
志
』
も
同
じ
）
。
し
か
し
、

現
物
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
②

は
、
先
述
の
通
り
、
実
は
「
己
酉
」
と
釈
す

べ
き
も
の
で
あ
る
と
知
り
得
た
。
と
す
れ
ば
、

ω
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
㈹
も
、
本
来
は

「
巴
西
田
」
と
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑

い
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
3
2
に
つ
い

て
、
『
平
壌
志
』
が
「
東
」
と
釈
し
た
も
の
を
、
聖
遷
錫
は
「
恐
非
策
字
」

と
し
て
否
定
は
す
る
が
、
新
た
に
釈
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
、

確
認
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
同
一
地
点
か
ら
発
見
さ
れ
た
②
に
「
本
部
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
同
じ
方
向
で
は
な
く
、
例
え
ば
「
向
西
」

な
ど
、
別
の
方
向
を
示
し
て
い
た
と
想
像
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
4
2

に
つ
い
て
、
こ
れ
は
両
者
と
も
に
「
中
」
と
釈
し
て
い
る
が
、
次
序
ω
の
4

2
に
「
口
」
字
が
み
え
、
そ
れ
は
「
憎
し
字
の
省
文
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

「
P
」
と
「
中
」
は
よ
く
似
て
お
り
、
ま
た
4
1
が
「
内
」
で
あ
る
か
ら
、

も
し
2
が
「
口
」
即
ち
「
部
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
つ
づ
け
て
「
内
部
」
と

　
　
　
　
⑱

い
う
、
五
部
の
中
の
一
部
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
4
2
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

「
中
」
で
は
な
く
「
P
」
で
あ
っ
た
と
み
る
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
こ
れ
も
ま
た
、
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
な
お
、
こ
の
③
が
、
②
と
同
一
地
点
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
以
上
、
ω
も
ま
た
同
一
地
点
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
、
先
に
み
た
強
聴

林
氏
ら
の
推
測
は
、
ま
ず
成
り
立
ち
難
い
と
考
え
る
。

　
　
　
　
4
　
城
壁
石
刻
ゆ

　
第
㈲
は
、
一
九
一
三
年
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
浅
見
倫
太
郎
氏
の

紹
介
に
よ
れ
ば
、
「
大
同
江
右
岸
に
於
て
平
壌
府
の
大
同
門
を
距
る
四
町
回

の
処
の
城
壁
を
殿
ち
牡
丹
台
下
に
至
る
道
路
を
改
修
す
る
に
当
り
、
其
石
壁
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⑳

に
刻
字
あ
る
を
発
見
し
た
る
も
の
」
と
い
う
。
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

「
平
壌
府
鏡
面
里
大
同
江
畔
城
壁
中
ヨ
リ
出
ツ
」
と
あ
る
。
現
在
は
ピ
ョ
ン

ヤ
ン
の
中
央
歴
史
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
（
図
版
三
参
照
）
。

　
釈
文
は
、
浅
見
氏
が
最
初
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

　
　
丙
戌
四
月
四
日
子
漢
城
平
後
四
日
小
兄
文
章
節
定
言
西
北
論
難
之

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
浅
見
氏
は
ま
た
文
字
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
「
第

一
行
に
於
て
丙
の
字
の
右
労
を
長
く
し
戌
の
字
の
蒙
体
た
る
あ
り
、
第
二
行

に
於
て
四
月
の
字
の
稔
不
明
な
る
と
甲
の
字
は
第
二
行
と
第
四
行
と
の
二
箇

処
に
あ
り
て
朝
鮮
写
字
の
略
体
た
る
羅
の
字
に
似
た
り
、
第
三
行
に
覧
て
平

の
字
に
模
糊
た
る
処
あ
り
第
五
行
に
於
て
兄
の
字
の
先
の
字
の
如
く
見
ゆ
る

あ
り
、
第
七
行
に
於
て
西
の
字
の
上
部
尋
常
な
ら
ず
海
の
字
の
敏
文
か
と
疑

は
る
如
き
あ
り
、
又
行
の
字
に
量
感
あ
り
て
一
画
の
蛇
足
あ
る
如
き
あ
り
」

　
　
　
　
　
⑳

と
述
べ
て
お
り
、
訳
文
も
掲
げ
て
い
る
（
次
章
第
1
節
参
照
）
。
こ
れ
ら
か

ら
す
れ
ば
、
右
の
釈
文
の
う
ち
、
「
子
」
は
衛
字
で
は
な
い
か
等
推
察
さ
れ

る
が
、
確
か
で
は
な
い
。

　
つ
い
で
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
に
、

　
　
丙
戌
十
二
月
四
漢
城
下
後
難
小
兄
文
蓮
節
自
益
西
北
行
渉
之
（
原
文
改

　
　
行
）

と
載
せ
る
。
こ
こ
に
二
つ
み
え
る
「
四
」
は
難
解
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
浅
見

氏
が
「
甲
の
字
は
…
・
：
」
と
述
べ
た
も
の
に
あ
た
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
対
し

城
壁
石
刻
ω

　
　
1
2
Q
e

1
丙
戌
十

2
二
月
中

3
漢
城
下

4
後
p
小

5
兄
文
蓬

6
節
自
此

7
西
北
行

8
渉
之

て
、
藤
田
亮
策
氏
は
、
二
つ
あ
る
「
四
」
の
う
ち
前
者

は
「
中
」
の
、
後
者
は
「
P
」
（
「
部
」
の
省
文
）
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

そ
れ
ぞ
れ
誤
読
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
鮎
貝
房
之
進
氏
は
、
こ
の
藤
田
氏
の
訂
正
に
従
い
、

ま
た
『
金
石
総
覧
』
の
編
者
の
一
人
で
あ
る
葛
城
末
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

氏
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
訂
正
を
為
し
た
」
と
い
う
。

以
後
は
そ
れ
で
定
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
い
ま
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
、
石
刻
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

写
真
（
図
版
三
）
や
拓
本
に
拠
っ
て
み
て
み
る
と
、
藤

田
氏
の
指
摘
は
正
し
く
、
ま
た
そ
れ
以
外
も
、
「
丙
戌
」

の
下
の
「
十
」
が
磨
滅
に
よ
る
も
の
か
わ
ず
か
に
痕
跡
を
残
す
の
み
で
あ
る

も
の
の
、
『
金
石
総
覧
』
の
黙
読
で
ほ
ぼ
よ
い
と
判
定
で
き
る
。
そ
こ
で
、

そ
れ
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
い
（
右
心
）
。

　
　
　
　
5
　
城
壁
石
刻
㈲

　
第
⑤
は
、
一
九
六
四
年
に
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
中
区
域
南
門
洞
の
静
海
門
附

近
で
、
石
刻
を
求
め
て
探
査
し
て
い
た
崔
義
林
琉
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
九
七
八
年
の
時
点
で
は
、
南
山
病
院
塘
下
の
原
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

置
に
そ
の
ま
ま
は
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
現
在
は
④
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
の
中
央
歴
史
博
物
館
が
所
蔵
し
て
い
る
（
図
版
四
参
照
）
。
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図2　城壁石刻（5）（註＠参照）

城
壁
石
刻
⑤

　
1
2
3
4
「
D

1
卦
婁
蓋
切
小

2
兄
加
群
自

3
此
東
廻
上

4
里
四

5
尺
治

し
そ
れ
は
、
石
刻
自
体
の
判
読
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

の
で
あ
り
、
方
法
的
に
も
問
題
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
石
刻
の
写
真
（
図
版
四
・
図
2
）
に
よ
っ
て
み
て

み
る
と
、
他
は
そ
れ
で
よ
い
が
、
「
里
」
の
上
に
は
、
文
字
の
あ
っ
た
痕
跡

が
な
い
。
確
か
に
一
字
分
の
余
地
は
あ
る
が
、
他
の
諸
字
の
配
列
か
ら
み
て
、

雛
り
や
す
い
箇
所
を
選
ん
で
謡
っ
た
よ
う
で
、
し
い
て
文
字
を
求
め
る
必
要

は
な
い
。
下
の
「
四
尺
」
に
つ
づ
け
て
「
里
四
尺
」
と
よ
ん
で
、
一
里
四
尺

を
表
わ
す
と
み
れ
ば
、
㈲
に
コ
一
里
」
と
い
う
近
い
距
離
が
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
し
て
も
、
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
釈
文
は
右
の

よ
う
に
な
る
。

　
釈
文
は
、
発
見
老
の
窪
氏
に
よ
っ
て
提
示
さ

れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は

　
　
離
婁
鎌
切
小
兄
加
群
議
此
東
廻
上
灘
里
四

　
　
尺
治
（
原
文
改
行
）

と
い
う
も
の
で
、
未
釈
の
文
字
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

当
初
不
明
の
ま
ま
に
し
て
い
た
が
、
の
ち
「
六
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
を
加
え
て
い
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
の
条
件
に
よ
る
も

　
　
　
6
　
『
平
壌
続
志
』
所
引
の
石
刻

最
後
に
、
こ
れ
ま
で
の
ω
～
⑤
と
は
、
内
容
的
に
も
異
な
り
、

高
句
麗
時
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代
の
石
刻
で
あ
る
か
ど
う
か
さ
え
確
証
が
な
い
が
、
他
の
条
件
か
ら
、
そ
う

み
て
よ
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
一
つ
と
り
あ
げ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
そ
れ
は
、
興
起
『
平
壌
続
志
』
（
一
七
三
〇
年
成
立
）
巻
一
の
城
東
・
北
城

条
に

　
　
旧
城
底
有
石
刻
日
、
本
城
四
十
二
年
三
役

と
あ
る
「
石
刻
」
で
あ
る
。
そ
の
銘
文
は
、
こ
れ
に
よ
る
限
り
、
わ
ず
か
八

字
で
あ
り
、
文
章
も
他
の
石
刻
と
は
全
く
異
な
る
。
『
平
壌
続
志
』
同
条
で

は
、
こ
れ
よ
り
前
に
、
「
甲
午
（
一
七
一
四
年
）
監
司
関
鎮
遠
愈
愈
…
…
」
と

あ
り
、
　
　
七
一
四
年
の
「
麹
築
」
の
際
に
、
「
塗
扇
」
の
中
か
ら
発
見
さ
れ

た
も
の
と
わ
か
る
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
、
「
旧
城
」
が
い
つ
の
も
の
を

指
す
の
か
、
ま
し
て
そ
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
「
石
刻
」
が
い
つ
の
も
の
で

あ
る
の
か
、
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
み
え
る
「
石
刻
」
に
は
じ
め
て
注
目
し
た
の
は
、
恐
ら
く
察
下
国

氏
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
察
氏
は
、
こ
の
北
城
「
瓶
築
」
の
一
七
一
四
年
よ
り

前
に
既
に
「
旧
城
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
引
用
し
た
に

と
ど
ま
り
、
こ
の
石
刻
を
高
句
麗
の
も
の
で
あ
る
と
考
定
し
た
わ
け
で
は
な

　
　
⑮

か
っ
た
。
こ
れ
を
承
け
て
郷
燦
永
氏
は
、
「
こ
こ
に
『
旧
城
』
と
い
う
の
は

即
ち
『
長
安
城
』
を
さ
す
も
の
で
、
四
二
年
か
か
っ
た
と
い
う
の
は
即
ち
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

安
城
築
城
総
工
事
期
間
を
い
う
と
考
え
る
」
と
す
る
。

　
そ
れ
に
対
し
崔
藏
林
氏
は
、
「
こ
の
文
は
表
現
さ
れ
た
文
脈
か
ら
み
て
サ

游
が
当
時
に
発
見
さ
れ
た
刻
字
平
石
に
記
さ
れ
て
い
た
原
文
を
そ
の
ま
ま
記

し
た
も
の
で
な
く
、
当
時
に
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
ば
を
自
己
の
見
解
で
表
現

し
た
文
章
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
る
か
ら
」
と
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
疑
問
を

表
明
し
、
郵
氏
の
よ
う
に
こ
れ
を
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
と
み
る
わ
け
に
は

　
　
　
　
　
　
　
⑰

い
か
な
い
、
と
す
る
。
崔
氏
が
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
石
刻
を
認
め
な
か
っ

た
の
は
、
築
城
の
経
緯
に
つ
い
て
の
雀
氏
自
身
の
考
え
に
、
こ
の
内
容
が
適

合
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
、
と
み
る
の
が
実
情
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
丁
年
は
の
ち
、
こ
の
石
刻
に
つ
い
て
、
何
ら
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
な

く
、
高
句
麗
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
、
考
え
を
改
め
て
い
る
。
そ
し
て
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
築
城
の
経
緯
に
つ
い
て
も
考
え
を
改
め
、
義
血
と
同
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
れ
に
よ
っ
て
長
安
域
の
総
工
期
間
を
考
え
る
に
至
っ
て
い
る
。

　
雀
淳
姫
氏
も
、
こ
の
石
刻
に
言
及
し
、
こ
と
に
崔
義
林
氏
の
前
説
に
対
し

て
、
界
游
は
民
間
に
伝
わ
っ
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
記
す
と
き
は
明
確
に
「
俗

伝
…
…
」
と
し
て
い
る
か
ら
、
「
…
…
四
十
二
年
畢
役
」
を
「
俗
伝
と
判
断
し

た
の
は
慎
重
性
が
な
い
速
断
で
」
あ
る
、
と
批
判
し
て
、
「
実
際
に
こ
の
よ

う
な
銘
文
の
刻
字
石
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
す
る
。

そ
し
て
、
明
言
は
な
い
が
、
そ
れ
が
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
石
刻
に
つ
い
て
は
、
次
第
に
高
句
麗
の
、

特
に
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
み
か
た
が
定
着
し
て
き
て
い
る
、
と
い
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え
る
が
、
鄭
氏
の
所
説
に
論
拠
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
崔
淳
姫
氏
の
批
判

も
、
そ
れ
だ
け
で
こ
の
石
刻
が
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
わ
け

で
も
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
カ

　
ま
ず
、
「
有
石
刻
日
」
と
し
て
引
く
八
字
が
、
崔
官
林
氏
の
前
説
の
よ
う

に
、
石
刻
の
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
か
ど
う
か
、
疑
問
が
生
じ
な
い
で
も
な
い

が
、
こ
れ
は
た
と
え
原
文
の
ま
ま
で
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
こ
と

が
記
し
て
あ
っ
た
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
に
価
値

が
あ
る
と
い
え
る
。
引
か
れ
た
八
字
は
、
「
本
城
、
四
十
二
年
に
し
て
役

お
わ畢

る
」
と
よ
む
こ
と
が
で
き
、
明
ら
か
に
、
「
本
城
」
の
築
城
総
工
期
間

を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
問
題
は
、
そ
の
「
本
城
」
が
何
か
、
お

よ
び
い
つ
の
工
事
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
本
城
」
は
、
そ
の
発
見
地
点
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
北
城
を
想
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
四
十
二
年
」
と
い
う
期
聞
を
考
え
る
と
、
北
城

の
築
城
と
し
て
は
長
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

諸
城
壁
に
つ
い
て
も
、
後
代
の
文
献
に
よ
る
限
り
、
こ
の
よ
う
な
長
期
に

わ
た
る
工
事
は
見
出
せ
な
い
。
と
こ
ろ
が
長
安
城
の
場
合
は
、
三
八
年
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

上
か
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
「
四
十
ご
年
」
と
い
う
数
字

は
、
ま
さ
に
長
安
城
全
体
の
総
工
期
間
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
え

る
。
従
っ
て
、
　
「
本
城
」
と
は
長
安
城
を
指
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
、
石
刻
は
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。　

そ
こ
で
、
こ
の
石
刻
を
、
こ
れ
ま
で
の
ω
～
㈲
と
は
性
格
的
に
全
く
異
な

る
が
、
便
宜
上
、
石
刻
⑥
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
さ
て
、
こ
の
⑥
も
含
め
て
、
六
例
の
城
壁
石
刻
に
つ
い
て
、
発
見
経
緯
・

発
見
地
点
・
釈
文
な
ど
を
整
理
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
㊥

の
章
最
後
に
、
発
見
地
点
図
（
図
3
）
を
掲
げ
て
お
く
。

128　（650）

　　北
（6）捗　　　　　　　N

O　1km
普

．
鶴
二
大
同
江

　
㈲

内
　
城

逓
江

（5｝

中
城

外
城

羊
角

墨

図3　城壁石刻発見地点図（註⑭参照）



高句麗長安城誠壁石刻の基礎的研究（田中）

①
　
そ
の
撫
…
要
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
田
中
俊
明
「
高
句
麗
の
金
石
文
一
研
究
の

　
現
状
と
課
題
1
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
一
八
集
、
一
九
八
一
年
三
月
）

　
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
（
＝
至
七
頁
）
、
不
充
分
な
点
が
多
く
、
ま
た
誤

　
植
な
ど
も
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

②
　
　
『
海
東
金
石
苑
』
は
、
蟹
頭
の
李
“
思
吉
に
よ
る
題
辞
の
末
尾
に
「
道
光
十
一
年

　
（
…
八
三
一
）
…
…
識
」
と
あ
り
、
　
八
三
一
年
ま
で
の
成
立
と
知
ら
れ
る
が
、
刊

　
行
さ
れ
な
い
ま
ま
一
八
穴
○
年
ア
ロ
ー
戦
争
の
際
の
門
都
門
の
変
」
で
焼
失
し
た

　
と
考
え
ら
れ
た
。
幸
い
に
全
八
巻
中
の
前
四
巻
を
黒
藻
寅
が
妙
写
し
て
お
り
、
そ

　
れ
を
も
と
に
…
八
八
一
年
、
張
徳
容
が
ま
ず
刊
行
し
た
。
こ
れ
が
二
銘
艸
一
校
刊

　
本
で
あ
る
（
「
石
刻
史
料
新
編
」
三
輪
、
地
方
類
一
五
に
影
印
所
収
）
。
そ
の
後
、

　
初
稿
本
全
巻
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
を
も
と
に
劉
承
諾
が
重
校
し
た
も
の
が
、
一
九

　
ご
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
れ
が
嘉
業
堂
刊
本
で
あ
り
、
　
般
に
流
通
し
て
い
る

　
の
は
こ
の
劉
承
幹
璽
校
本
で
あ
る
（
「
韓
国
金
石
文
全
書
」
第
二
巻
と
し
て
、
亜
細

　
亜
文
化
社
〔
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
六
年
一
〇
月
〕
影
印
）
。
こ
こ
で
は
、
二
塁
艸
堂

　
校
刊
本
を
中
心
に
用
い
、
特
に
必
要
な
場
合
に
の
み
、
劉
承
幹
重
校
本
を
と
り
あ

　
げ
る
こ
と
と
す
る
。

③
金
正
葛
の
題
践
（
と
思
わ
れ
る
も
の
）
の
宋
尾
に
、
こ
の
石
刻
の
紀
年
干
支
で

　
あ
る
「
己
丑
」
に
つ
い
て
「
此
己
丑
当
為
長
寿
時
」
と
し
た
あ
と
、
「
後
一
千
三
百

　
八
十
一
年
金
正
喜
馨
」
と
記
す
。
長
寿
正
の
己
丑
は
四
四
九
年
で
あ
る
か
ら
、
そ

　
れ
か
ら
　
三
八
一
年
後
は
、
一
八
一
一
九
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

④
　
察
照
国
「
碧
呼
層
（
を
吐
碧
）
潮
爵
屠
　
斗
碧
州
　
切
愛
明
」
（
『
考
古
民

　
俗
』
｛
九
六
五
年
三
号
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
、
固
年
九
月
）
一
工
頁
、
鄭
宝
永
「
碧
誓

　
層
州
　
州
苛
帽
」
（
『
考
古
罵
俗
』
一
九
六
六
年
二
号
、
岡
年
六
月
）
＝
二
頁
。

⑤
論
義
林
「
讐
磐
想
。
冨
醤
。
て
賊
期
緋
テ
三
主
（
『
考
古
民
俗
』
一
九
穴

　
七
年
二
鳳
7
、
同
年
山
粗
骨
〃
）
ゴ
コ
百
ハ
。

⑥
『
三
韓
金
石
録
』
は
、
韓
国
金
石
文
全
書
補
助
資
料
W
『
三
韓
金
石
録
（
外
）
』

　
（
亜
細
亜
文
化
社
、
一
九
八
一
年
五
月
）
影
印
所
収
。
冒
頭
に
「
成
豊
戊
午
（
】

　
八
五
八
）
春
正
月
賦
の
何
秋
欝
の
序
が
あ
る
。

⑦
羅
義
林
・
註
⑤
論
文
、
三
〇
頁
。

⑧
　
同
前
、
三
一
頁
。
華
氏
は
こ
こ
で
は
、
　
「
今
の
鉄
橋
か
ら
下
流
に
約
1
㎞
下
っ

　
た
地
点
附
…
近
」
と
す
る
の
み
で
、
具
体
曲
地
名
［
を
あ
げ
て
い
な
い
。

⑨
講
義
林
『
エ
ユ
冷
症
碧
吐
。
層
騒
（
科
学
・
百
科
事
典
幽
版
社
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
、

一
九
七
八
年
三
月
〔
高
寛
整
…
抄
訳
が
・
朝
鮮
議
三
等
壷
、
鍛

　
（
一
九
八
○
年
二
月
、
一
一
一
月
）
に
掲
載
〕
二
五
頁
。
」

⑩
　
京
都
大
学
文
学
部
地
理
学
研
究
蜜
所
蔵
。
京
都
大
学
文
学
部
付
属
陳
列
館
編

　
『
京
都
大
学
文
学
部
陳
列
館
』
（
京
都
大
学
文
学
都
、
一
九
八
二
年
三
月
）
四
四
頁

に
籔
な
弊
が
あ
り
・
図
版
の
説
明
と
し
三
平
壌
騨
風
。
筆
、
色
、
鵬
義

　
㎝
、
8
面
」
と
す
る
が
、
実
際
に
は
木
版
・
彩
色
で
あ
る
。
こ
れ
と
恐
ら
く
飼
じ

　
版
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
の
朝
鮮
美
風
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ

　
て
い
る
よ
う
で
、
朝
鮮
美
術
博
物
館
編
『
朝
鮮
美
術
博
物
館
』
（
朝
鮮
画
報
裡
、
東

　
京
、
一
九
八
○
年
一
〇
月
）
9
5
春
鍛
平
壌
図
、
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
に
は
「
1
9
世
紀
　
紙
本
淡
彩
　
1
0
×
3
5
㎝
」
と
あ
る
。
両
者
と
も
に
、
地
名
．
建

　
物
名
を
墨
で
加
篭
し
て
い
る
が
、
若
干
位
概
が
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
な
お
、
池

　
内
浦
「
大
花
宮
と
所
謂
倭
城
」
（
岡
氏
『
満
静
劇
研
究
　
中
世
第
二
冊
隔
、
座
右
宝

　
刊
行
会
、
｛
九
三
七
年
一
一
月
盤
悶
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
五
月
覆
印
）
。
初
出

　
は
『
東
洋
学
報
』
九
巻
二
号
、
一
九
一
九
年
六
月
）
に
紹
介
す
る
（
図
版
第
四
～

　
第
六
）
、
李
星
空
屏
風
平
壌
図
は
、
池
内
氏
に
よ
れ
ば
　
六
出
七
年
置
作
で
あ
る

　
が
、
前
二
者
と
土
州
が
極
め
て
よ
く
似
て
お
り
、
あ
る
い
は
こ
の
李
澄
の
図
か
、

　
も
し
く
は
そ
の
系
統
の
図
が
、
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

　
考
え
ら
れ
る
。

⑪
前
註
『
京
都
大
学
文
学
部
陳
列
館
』
四
四
頁
に
は
、
「
そ
の
経
緯
の
詳
細
が
不

　
明
」
と
あ
る
が
、
同
『
輯
鮮
美
術
博
物
館
』
に
は
右
記
の
よ
う
に
「
1
9
世
紀
」
と

　
あ
る
。
そ
の
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
閑
似
亭
」
と

　
い
う
一
八
世
紀
後
半
に
完
成
し
た
小
亭
が
図
に
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
よ
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り
遡
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

⑫
図
版
一
の
撮
影
に
際
し
て
は
、
吉
田
敏
弘
氏
の
ご
協
力
を
得
た
。

⑬
　
一
八
世
紀
半
ば
の
『
輿
地
図
書
』
（
圏
史
編
纂
委
員
会
、
ソ
ウ
ル
、
　
｝
九
七
三

　
年
一
二
月
影
印
）
平
安
道
平
壌
麿
の
地
図
で
も
、
狸
岩
の
上
流
下
流
に
わ
か
れ
て

　
二
つ
の
羊
角
島
が
み
ら
れ
、
上
流
の
羊
角
島
の
更
に
上
流
に
鳥
灘
が
み
え
て
い
る
。

⑭
丁
若
鋼
『
大
東
水
軍
』
（
『
丁
茶
山
全
書
』
下
〔
文
献
編
纂
委
員
会
、
ソ
ウ
ル
、

　
一
九
六
一
年
六
月
〕
所
紋
）
巻
七
・
潰
水
縄
に
み
え
る
。
原
文
で
は
、
「
m
尚
麗
〕

　
粛
宗
七
年
、
又
幸
此
淵
（
発
毛
）
、
命
善
漏
禁
軍
、
施
与
指
導
、
禁
軍
奏
云
、
去

　
水
十
尺
有
梯
、
基
石
云
、
淵
之
傍
有
騒
巖
、
下
弓
等
角
嬢
」
と
つ
づ
い
て
い
る
。

⑮
　
藍
建
文
出
版
社
（
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
）
W
先
行
。
日
本
語
版
。
　
一
九
八
饗
一
年
八
月
に
ピ

　
ョ
ン
ヤ
ン
を
訪
問
さ
れ
た
永
島
輝
臣
暴
富
よ
り
葱
与
さ
れ
た
。

⑯
　
蒙
寒
国
氏
は
恐
ら
く
そ
の
た
め
に
、
当
時
の
方
向
表
示
が
独
特
で
、
本
来
は

　
「
北
」
と
す
べ
き
も
の
を
、
「
東
」
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
み
る
（
註
④

　
弘
置
文
、
　
二
六
｝
員
）
。

⑰
嶺
薮
林
『
エ
子
調
羽
誓
還
』
（
註
⑨
所
掲
）
二
五
頁
。

⑱
歩
游
『
平
壌
続
志
』
詳
記
所
収
。
こ
こ
で
は
、
天
理
図
磐
館
所
蔵
（
今
西
龍
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
マ

　
旧
蔵
）
写
本
に
拠
る
。
岡
書
に
は
「
庚
成
仲
春
」
の
朱
寅
明
の
序
が
あ
り
、
こ
の

　
庚
戌
は
｝
七
三
〇
年
に
あ
た
る
。
た
だ
し
巻
五
の
み
は
、
諸
宗
朝
（
一
入
三
五
～

　
四
九
）
初
の
増
補
の
よ
う
で
あ
る
。

⑲
『
朝
鮮
半
島
呪
所
分
地
図
集
成
』
（
学
生
社
、
～
九
八
～
年
九
月
）
影
印
所
収
に

　
よ
る
。
「
岐
陽
」
は
、
一
九
一
七
年
測
図
、
一
九
一
八
年
一
一
月
発
行
。

⑳
　
朝
鮮
総
督
府
編
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
（
朝
鮮
総
面
面
、
京
城
、
一
九
一
九
年

　
三
月
目
園
書
刊
行
会
、
一
九
七
…
年
一
一
月
覆
刻
〕
）
＝
一
頁
。

⑳
　
同
前
書
、
写
真
㈹
、
参
照
。
な
お
、
こ
の
閾
諭
し
た
部
分
は
、
現
在
、
黄
寿
永

　
氏
が
所
蔵
す
る
と
い
う
（
崔
淳
姫
「
平
壌
城
城
石
墨
（
梨
大
所
蔵
品
ゑ
已
　
中
心
碑

　
朔
）
」
〔
『
文
化
財
』
　
二
号
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
九
年
｝
○
月
〕
七
五
頁
）
。

＠
　
船
越
昭
生
氏
の
所
蔵
す
る
拓
本
に
よ
る
。

⑳
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
（
註
⑳
所
掲
）
ご
＝
貝
。

⑳
　
井
上
秀
雄
「
新
羅
金
石
文
調
査
の
申
脚
半
血
口
」
（
『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』

　
二
五
号
、
一
九
七
六
年
三
月
）
七
一
頁
。
な
お
、
同
氏
「
鉄
剣
銘
文
と
朝
鮮
金
石

　
文
を
比
較
す
る
」
（
黛
弘
道
ほ
か
『
鉄
剣
文
字
は
語
る
…
1
1
1
5
文
宇
が
明
か
す

　
古
代
史
の
謎
－
』
〔
ご
ま
魯
房
・
ゴ
マ
ブ
ッ
ク
ス
、
　
一
九
七
九
年
二
月
〕
）
一
七

　
五
頁
に
も
岡
茂
の
釈
文
が
み
ら
れ
る
が
、
前
者
と
一
字
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
後
掲
の
並
記
で
は
、
そ
の
一
字
を
（
）
に
い
れ
て
傍
記
し
て
お
く
。

⑯
掲
載
を
ご
了
承
い
た
だ
い
た
黄
寿
永
疲
、
お
よ
び
周
旋
の
労
を
と
っ
て
い
た
だ

　
い
た
弓
台
鰹
氏
に
感
謝
す
る
。

⑭
　
羅
淳
姫
・
註
⑳
論
文
、
七
六
頁
。
こ
れ
は
っ
と
に
今
西
龍
氏
も
、
大
正
年
聞
（
一

九
三
～
二
六
）
に
と
・
た
黒
木
の
表
題
’
三
叢
薙
石
刻
乾
丑
文
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
コ
り
コ

　
疑
問
を
表
明
し
て
い
る
（
『
今
西
博
士
蒐
集
朝
鮮
闘
係
文
献
目
録
隔
餐
群
籍
文
物
流

　
通
名
、
一
九
五
九
年
〕
二
七
頁
）
。
ま
た
、
黄
寿
永
氏
も
「
丑
は
酉
p
」
と
疑
問

　
を
表
明
し
て
い
る
（
同
氏
「
金
石
文
斜
新
例
偏
〔
『
韓
国
学
報
』
上
士
、
｝
志
社
、

　
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
六
年
一
二
月
〕
二
五
頁
）
。

⑰
　
私
は
、
一
九
七
八
年
九
月
二
日
に
、
梨
花
女
子
大
学
校
博
物
館
で
そ
れ
を
実
見

　
し
、
確
認
し
た
。

⑱
　
例
え
ば
『
後
漢
健
』
東
夷
伝
・
高
句
北
条
の
李
賢
哲
に

　
　
按
今
高
纏
五
部
、
～
日
内
都
、
一
名
黄
部
、
即
桂
婁
部
也
、
二
日
北
部
、
一
名

　
　
後
部
、
即
絶
建
部
也
、
三
日
東
部
、
一
名
左
部
、
即
順
奴
都
也
、
四
日
南
部
、

　
　
～
名
前
部
、
即
灌
奴
部
也
、
五
日
西
部
、
一
名
右
目
、
即
消
奴
部
也

　
と
あ
る
よ
う
に
、
高
句
麗
に
は
内
（
黄
Y
北
（
後
）
・
東
（
左
）
・
南
（
前
）
・
西

　
（
右
）
の
五
部
が
あ
っ
た
。
五
部
と
は
、
「
貴
人
の
族
の
組
分
け
で
あ
り
、
王
都
に

　
集
住
し
た
支
配
族
団
の
伝
統
的
な
五
分
組
織
で
あ
っ
た
」
（
武
田
巌
男
「
六
世
紀
に

　
お
け
る
朝
鮮
三
国
の
園
家
体
鯛
」
〔
井
上
光
貞
ほ
か
編
『
瞭
綜
砂
御
世
界
日
本
古
代

　
史
講
座
4
　
朝
鮮
三
国
と
倭
国
』
、
学
生
社
、
一
九
八
○
年
九
月
〕
三
九
頁
）
。

⑳
　
こ
の
点
は
李
成
市
氏
の
こ
数
示
に
よ
る
。
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⑳
浅
見
倫
太
郎
「
大
同
江
岸
発
見
の
高
句
麗
故
城
石
刻
」
（
『
朝
鮮
鐘
満
洲
』
八
三

　
号
、
京
城
、
一
九
一
四
年
六
月
）
四
六
頁
。

＠
　
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
（
註
⑳
所
掲
）
入
頁
。

⑫
　
一
九
八
三
年
八
月
に
同
博
物
館
を
訪
問
さ
れ
た
永
島
占
算
慎
氏
の
撮
影
に
よ
る
。

璽
　
浅
見
倫
太
郎
・
註
⑳
論
文
、
四
七
頁
。

⑧
　
　
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
（
駐
⑳
所
掲
）
八
～
九
頁
。
拓
本
写
真
も
収
む
（
写
真

　
㈲
）
。

⑳
　
鮎
貝
房
之
進
「
高
句
麗
城
落
石
超
文
扁
（
同
氏
『
雑
誌
』
第
六
輯
上
編
・
俗
文
孜

　
〔
私
家
版
、
京
城
、
一
九
三
四
年
一
月
。
罫
書
刊
行
会
、
一
九
七
二
年
＝
月
覆

刻
〕
）
三
五
七
頁
、
擬
末
治
「
餅
高
句
麗
平
鍵
属
望
世
外
二
種
」
（
同
氏
『
朝

　
鮮
金
石
致
』
〔
大
阪
屋
号
謎
店
、
「
九
三
五
年
八
月
。
国
書
刊
行
会
、
　
…
九
七
四

　
年
商
［
月
覆
刻
〕
）
　
一
二
八
頁
。

⑯
「
同
前
。

⑰
私
は
、
天
理
禦
晶
羅
の
「
（
今
顯
博
士
蒐
集
）
灘
轟
蒙
集
」
に
所
収
の
拓

本
「
脚
高
寵
墨
石
刻
」
を
利
用
し
た
。
撰
本
は
、
そ
の
左
端
に
今
西
龍
氏

　
が
朱
筆
で
「
昭
憩
三
年
十
月
於
平
壌
博
物
館
見
原
石
、
同
行
藤
田
学
兄
手
拓
、
一

　
本
恵
贈
」
と
記
し
て
お
り
、
｝
九
二
八
年
一
〇
月
に
藤
田
亮
策
氏
が
手
拓
し
た
も

　
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

⑳
　
崔
二
三
．
註
⑤
論
文
、
二
八
頁
、
お
よ
び
「
川
三
　
管
司
ズ
u
　
b
T
暑
」
（
「
考

　
古
斑
俗
』
一
九
六
七
年
二
号
〔
註
⑤
所
掲
〕
裏
表
紙
）
。

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

＠＠＠＠＠
崔
義
林
『
エ
子
函
　
喝
誓
塚
』
（
註
⑨
所
掲
）
　
一
頁
。

註
⑫
に
同
じ
。

…
催
義
林
．
該
⑤
論
文
、
二
八
頁
。

崔
山
林
『
エ
子
痢
　
碧
呼
層
』
（
註
⑨
所
掲
）
一
七
・
二
〇
頁
。

「
二
恩
　
蛙
調
壌
　
o
暫
粗
品
（
註
㊥
所
掲
）
に
掲
げ
る
写
真
に
よ
る
。

註
⑱
参
照
。

⑮
茶
熈
国
・
註
④
論
文
、
二
五
頁
。

⑳
郷
燦
永
・
註
④
論
文
、
｝
四
頁
。

⑰
　
羅
義
林
・
註
⑤
論
文
、
ヨ
五
頁
。

⑱
　
綴
義
林
『
ユ
干
冒
　
碧
誓
想
』
（
（
註
⑨
所
掲
）
一
一
九
頁
。

⑲
　
崔
淳
姫
・
註
⑳
論
文
、
七
七
頁
。

⑭
　
田
中
俊
明
「
高
句
麗
長
安
域
の
築
城
と
遷
都
偏
（
未
発
表
）
第
一
章
第
1
節
「
後

　
代
の
文
献
を
通
し
て
み
た
長
安
誠
臨
参
照
。

⑭
　
岡
前
、
第
二
堂
第
1
節
「
長
安
城
築
城
の
経
緯
扁
参
照
。

⑫
　
図
3
は
、
「
平
壌
附
近
楽
浪
郡
及
高
句
麗
遠
蹟
図
」
（
『
朝
鮮
古
蹟
図
譜
』
第
一
冊

〔
朝
鮮
総
督
府
、
京
城
、
一
九
一
五
年
三
月
〕
地
図
）
を
も
と
に
ト
レ
…
ス
し
た
城

　
壁
．
河
川
図
に
、
発
見
地
点
等
を
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

⑳
　
ω
の
発
見
地
点
は
、
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
不
明
で
あ
る
が
、
「
西
向
十
一
里
」

　
と
い
う
銘
文
か
ら
、
城
壁
が
そ
こ
か
ら
西
に
の
び
て
い
る
地
点
と
考
え
て
推
定
し

　
た
（
特
定
は
し
て
い
な
い
）
。

二
　
城
壁
石
刻
の
解
読
と
年
代

　
前
章
の
最
後
に
提
示
し
た
、
城
壁
石
灘
⑥
、
即
ち
『
平
壌
続
目
』
所
引
の

石
刻
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
純
漢
文
で
記
さ
れ
て
い
る
た
め
内
容
の
把
握
も

容
易
で
あ
り
、
ま
た
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
と
り
あ
げ
る
必
要
上
、

そ
の
一
応
の
論
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
既
に
、
そ
の

内
容
、
お
よ
び
そ
れ
が
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
確
認
ず
み
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
他
の
ω
～
㈲
の
五
例
は
、
全
て
漢
字
で
記
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
漢
文
と
し
て
よ
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
漢
字
を
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用
い
た
自
国
語
表
記
（
の
ち
の
吏
読
に
あ
た
る
）
を
ま
じ
え
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
ま
た
㈲
と
違
っ
て
、
固
有
名
詞
を
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
も
、
正
確

な
解
読
を
よ
り
困
難
に
し
て
い
る
、
と
い
え
る
。
そ
し
て
豪
た
、
こ
れ
ら
が

高
句
麗
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
官
位
等
か
ら
明
ら
か
で

あ
る
、
と
い
え
る
が
、
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
な
る

と
、
決
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
長
安
城

の
築
城
を
考
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
当
然
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
点
を

明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
本
章
で
は
、
城
壁
石
刻
ω
～
⑤
の
内
容
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
、
推
測

を
ま
じ
え
つ
つ
可
能
な
限
り
で
の
解
読
を
お
こ
な
い
、
つ
い
で
長
安
域
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
つ
つ
、
石
刻
の
年
代
を
確
定
し
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
1
　
城
壁
石
刻
の
解
読

　
城
壁
石
刻
ω
～
⑤
が
高
句
麗
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
発

見
当
初
か
ら
認
識
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
小
窯
」
や
「
上
位
使
」
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
、
高
句
麗
独
自
の
官
位
が
み
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
例
え
ば
『
海
東
金

石
苑
』
所
掲
の
金
正
喜
の
題
賊
で
は
、
ω
②
に
み
え
る
「
小
山
」
に
つ
い
て
、

「
小
馬
二
字
、
知
為
高
句
驕
古
蹟
無
疑
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
②
の
「
小
面
」

と
㈲
の
「
上
位
使
」
に
つ
い
て
も
『
三
韓
金
石
録
』
で
呉
慶
錫
が
、
「
益
高
句

麗
築
城
時
所
刻
也
、
文
中
云
小
兄
者
、
史
称
其
官
有
大
兄
小
兄
…
…
云
上
位

使
者
、
与
史
合
…
…
し
と
、
い
ち
早
く
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
「
愚
兄
」

は
ω
⑤
に
も
み
え
て
お
り
、
ω
～
⑤
い
ず
れ
に
も
高
句
麗
宮
位
が
み
え
て
い

　
　
　
　
　
②

る
わ
け
で
あ
る
。

　
城
壁
石
刻
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
お
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
は
、
字
薗
を
追

う
だ
け
で
も
、
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
ω
②
③
は
そ
う
で
あ
る
。

従
っ
て
、
も
と
よ
り
自
明
な
こ
と
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
も
思

う
が
、
特
に
そ
の
点
を
明
確
に
述
べ
た
の
は
、
移
管
錫
が
最
初
で
あ
る
。
右

記
の
「
築
城
時
所
刻
也
」
や
、
そ
の
下
文
の
「
作
鄭
英
者
、
疑
即
倉
役
蒔
、

各
有
依
知
事
工
所
轄
管
腔
作
、
故
有
此
下
働
里
等
測
量
」
と
い
う
記
述
に
み

る
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
②
③
に
つ
い
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ω
②
に

つ
い
て
も
萬
城
末
治
氏
が
「
平
壌
誠
修
築
の
区
域
・
方
向
を
定
め
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
③

想
像
す
る
」
と
い
う
。
し
か
し
ω
は
難
解
で
あ
り
、
例
え
ば
浅
見
倫
太
郎
氏

は
、
先
述
の
通
り
、
そ
の
釈
文
に
誤
り
が
多
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
が
、
「
丙

戌
四
月
四
日
　
漢
城
平
ぐ
の
後
四
日
小
兄
降
臨
節
　
此
よ
り
西
北
行
、
之
を

渉
る
し
と
読
み
、
小
合
文
達
節
が
大
同
江
を
渉
つ
た
時
に
銘
し
た
も
の
と
考

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

え
て
い
る
。
浅
見
氏
の
そ
れ
よ
り
は
誤
り
の
少
な
い
釈
文
を
提
示
し
た
蔦
城

　
　
　
　
マ
マ

氏
は
、
「
二
成
十
二
月
四
、
漢
城
下
る
の
後
駆
、
小
輩
文
學
節
此
よ
り
西
北

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

愉
し
之
を
渉
る
」
と
読
み
、
ω
②
に
つ
い
て
正
し
い
理
解
を
示
し
た
に
も
拘

わ
ら
ず
、
ω
に
つ
い
て
は
結
局
、
浅
見
氏
同
様
、
大
同
江
を
駆
っ
た
蒔
の
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

念
碑
と
み
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
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こ
の
ω
を
は
じ
め
て
城
壁
築
造
時
の
も
の
と
考
え
た
の
は
、
先
に
も
ふ
れ

た
議
員
房
之
進
氏
で
あ
る
。
鮎
貝
氏
は
、
藤
田
亮
策
氏
が
訂
し
た
釈
文
、
即

ち
前
章
で
提
示
し
た
釈
文
に
よ
っ
て
解
読
を
進
め
て
い
る
。
固
有
名
詞
に
つ

い
て
の
考
察
も
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
霊
要
な
の
は
、
6
1

「
節
」
、
8
1
2
「
渉
之
」
の
理
解
で
あ
る
。
ま
ず
「
節
」
に
つ
い
て
、
「
「
節
」

字
の
俗
体
な
り
。
…
…
此
の
「
節
」
と
云
ふ
俗
語
は
新
羅
朝
以
来
李
朝
に
至

る
ま
で
俗
文
に
多
く
用
ゐ
ら
れ
あ
る
が
、
高
句
麗
も
同
意
味
の
俗
語
と
し
て

用
ゐ
居
た
る
を
、
此
の
石
刻
文
に
て
知
り
得
た
る
も
の
な
り
し
と
し
、
「
節
」

に
は
「
時
」
の
義
も
あ
る
が
こ
こ
で
は
そ
う
で
な
く
、
「
割
勘
監
督
」
「
指
揮

監
督
」
の
義
で
あ
る
と
す
る
。
次
に
「
渉
」
は
、
「
普
通
漢
語
と
し
て
「
干

預
」
と
同
義
な
る
「
千
古
」
の
「
渉
」
　
「
ア
ツ
カ
ル
」
の
義
に
用
み
た
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ツ
カ
ヒ
　
　
ウ
ケ
モ
チ

の
と
思
は
る
。
即
ち
工
役
監
督
と
し
て
は
、
日
本
の
俗
語
「
扱
」
「
受
持
」

の
義
な
り
」
、
ま
た
「
「
之
し
は
俗
漢
字
に
も
吏
文
に
も
血
肥
と
し
て
古
金
石

文
に
は
多
く
用
ゐ
ら
れ
あ
り
」
と
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
、
ω

を
「
丙
戌
十
二
月
中
漢
城
下
後
部
小
兄
文
達
監
督
此
ヨ
リ
西
北
方
受
持
」
と

　
　
　
　
　
⑧

訳
す
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
鮎
員
氏
に
よ
っ
て
、
ω
も
ま
た
ω
～
㈲
と
岡
様
に
、
築
城

時
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
洪
起
文

氏
が
、
「
節
」
を
「
製
造
者
」
「
建
築
者
」
、
「
渉
」
を
上
（
7
3
）
の
「
行
」

と
あ
わ
せ
て
工
字
で
、
「
前
進
す
る
」
「
開
拓
す
る
」
の
義
、
と
す
る
急
航
を

示
し
、
全
体
を
「
丙
戌
＝
一
月
に
漢
誠
の
下
後
部
の
学
兄
栄
達
と
い
う
建
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

者
が
、
こ
こ
か
ら
西
牝
に
開
拓
し
た
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
「
建
築
者
」

で
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
明
確
な
「
罫
描
監
督
』
の
ほ
う
が
よ
い
。
ま
た
「
開

拓
す
る
」
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
意
味
が
理
解
で
き
ず
、
さ
ら
に
「
築
造
工
事

を
行
な
う
」
と
の
意
味
で
あ
る
、
と
い
っ
た
注
釈
が
必
要
と
な
ろ
う
。
そ
れ

な
ら
ば
「
渉
」
の
み
で
「
受
持
」
と
解
す
る
鮎
貝
氏
の
所
説
と
大
差
な
い
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
結
局
、
こ
と
さ
ら
改
め
る
必
要
は
な
く
、
鮎
貝
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

解
読
で
充
分
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
鮎
貝
氏
は
、
ω
②
の
解
読
も
行
な
っ
て
お
り
（
①
は
楽
然
で
あ
る
が
、
②

も
ま
嵩
海
東
薯
苑
』
の
釈
文
に
拠
ぞ
い
鵬
）
・
ω
に
つ
い
て
は
・
遣

1
2
「
造
作
」
を
「
今
「
造
作
」
と
云
へ
ば
「
製
造
」
の
意
味
に
用
み
る
俗

語
な
り
。
是
は
「
築
城
作
業
」
を
称
し
た
る
も
の
な
り
」
と
し
て
、
「
己
丑
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

五
月
廿
八
日
役
ヲ
始
メ
、
西
方
十
二
年
目
小
兄
二
夫
若
三
聖
造
作
」
と
訳
す
。

②
は
、
ω
と
同
じ
く
「
蔀
」
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
の
下
（
7
3
）
の
「
　
」

を
「
普
通
漢
文
に
用
ゐ
ら
る
脚
結
辞
な
り
」
と
し
て
、
「
己
丑
年
五
月
廿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
；
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

目
、
此
ヨ
リ
以
下
東
方
十
二
里
、
物
省
小
兄
俳
菅
頭
口
、
監
督
ス
」
と
訳
す
。

「
節
夷
」
は
ま
た
、
③
に
も
み
え
て
い
る
の
で
あ
り
（
6
1
2
）
、
鮎
貝
氏

の
解
読
に
よ
っ
て
、
㈲
も
ま
た
そ
の
内
容
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
残
る
㈲
は
、
後
出
で
あ
る
だ
け
に
、
ω
ま
で
の
内
容
を
ふ
衷
え
る
こ

と
が
で
き
、
当
初
か
ら
同
様
な
内
容
を
も
つ
石
刻
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
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即
ち
発
見
者
の
羅
義
林
氏
が
、
先
に
ふ
れ
た
自
ら
の
釈
文
に
拠
っ
て
、
「
卦

婁
蓋
切
の
小
物
の
加
群
が
、
こ
こ
か
ら
束
に
廻
っ
て
上
に
口
留
四
尺
を
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

も
っ
て
造
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
訳
す
通
り
で
あ
る
。

　
以
上
み
た
よ
う
に
、
城
壁
石
刻
ω
～
㈲
は
い
ず
れ
も
、
城
壁
築
造
工
事
の

際
に
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
鮎
貝
氏
ほ
か
の
訳
文
で
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、

そ
の
監
督
者
の
名
と
、
工
事
の
分
担
区
間
（
方
向
・
距
離
）
を
記
し
た
も
の

で
あ
る
、
と
い
え
る
。
新
羅
の
築
城
碑
で
あ
る
南
山
新
城
碑
の
例
か
ら
す
れ

⑭ぱ
、
石
刻
刻
字
の
目
的
は
、
城
壁
を
よ
り
堅
固
に
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の

工
事
の
責
任
の
所
在
を
明
示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
そ
こ
で
次
な
る
課
題
と
し
て
、
固
有
名
詞
（
と
患
わ
れ
る
も
の
）
に
つ
い

て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
①
で
は
、
3
2
～
遵
2
「
二
夫
若
伜

利
」
が
対
象
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
鮎
貝
氏
は
「
二
人
の
名
た
る
べ
し
」

　
　
　
⑮

と
す
る
が
、
右
記
の
訳
文
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
ど
こ
で
切
る
の
か
は
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
サ

し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
洪
氏
は
「
官
職
名
の
小
兄
も
一
つ
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
二
人
の
名
と
み
る
他
の
根
拠
は
発
見
で
き
な
い
」
か
ら
一
人
で
よ

　
　
　
⑯

い
と
す
る
。
こ
れ
は
、
洪
氏
の
所
説
に
従
い
、
一
人
と
み
る
の
が
穏
当
で
あ

ろ
う
。
そ
の
場
合
「
相
尖
」
は
字
面
か
ら
み
て
、
何
ら
か
の
職
名
と
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
⑰

ほ
う
が
よ
い
と
思
う
。

　
次
に
②
で
は
、
5
6
「
物
筒
小
誌
型
置
百
頭
」
の
う
ち
、
「
小
心
」
を
除
く

部
分
が
対
象
と
な
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
「
百
頭
」
と
い
う
二
字
を
含
む
③
の

婆
1
～
5
4
「
里
中
百
頭
上
位
使
企
丈
」
と
あ
わ
せ
て
考
え
た
い
。
こ
ち
ら

は
当
然
、
「
上
位
使
」
を
除
く
部
分
が
対
象
と
な
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
つ
と
に
呉
慶
錫
『
三
韓
金
石
録
』
の
「
特
称
出
荷
俳
浪
百

頭
胎
中
《
丈
、
或
官
号
或
人
名
、
倶
不
可
考
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
こ

で
「
…
俳
聖
百
頭
」
と
つ
づ
け
て
は
い
る
が
、
「
百
頭
」
が
く
り
返
し
登
場
し
な

い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
「
俳
頂
・
百
頭
」
と
切
っ
て
よ
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
呉
慶
錫
は
、
　
「
物
筍
・
俳
澱
・
百
頭
・
内
中
・
余
丈
」
が
、
官
名
や

人
名
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
は
じ
め

の
「
物
筍
．
」
に
つ
い
て
、
「
物
省
」
と
み
て
官
庁
名
と
考
え
る
鮎
貝
氏
と
汐
見

　
　
　
　
　
　
⑱

の
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
物
碧
し
と
よ
め
な
い
た
め
、
問
題
に
な
ら
な

い
。
ま
た
「
俳
頂
百
頭
」
に
つ
い
て
、
鮎
貝
氏
は
そ
の
下
の
一
字
を
も
警
め

て
「
俳
□
百
頭
□
」
で
、
「
眺
望
あ
り
て
明
か
な
ら
ざ
る
も
、
恐
く
は
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
写

の
得
た
る
べ
し
」
と
す
る
。
黒
氏
は
「
俳
百
頭
□
」
と
一
字
み
お
と
し
た
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ま
、
同
じ
く
人
名
と
み
る
。
こ
れ
は
「
百
頭
」
の
下
7
1
が
「
作
」
と
釈
す

こ
と
が
で
き
、
下
に
つ
づ
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
「
俳
漬
百

頭
」
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
人
名
で
あ
る
と
の
見
解
ま
で
否
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
先
の
懸
軍
錫
の
指
摘
も
含
め
て
、
こ
れ
ら

は
、
積
極
的
な
根
拠
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

最
近
に
な
っ
て
、
鬼
頭
清
明
氏
は
、
「
物
筍
の
意
味
は
確
定
で
き
な
い
が
小
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隠
撮
須
の
出
身
組
織
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
」
る
、
と
し
、
ま
た
「
百
頭
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
⑳

そ
れ
ぞ
れ
小
兄
俳
言
と
上
位
使
乱
文
の
築
城
工
事
を
う
け
お
う
際
の
職
名
か

と
も
思
わ
れ
、
薫
頭
と
い
う
言
い
方
か
ら
し
て
、
蕎
人
単
位
の
役
夫
を
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
す
る
。
こ
こ
で
「
出
身
組
織
」
と
い
う
の

は
、
「
二
重
小
兄
」
が
「
都
の
平
壌
城
に
根
拠
地
を
も
つ
、
い
わ
ゆ
る
五
族
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

五
部
の
出
身
者
で
は
な
」
く
、
「
地
方
の
出
身
の
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
記
述

か
ら
判
断
し
て
、
城
・
村
と
い
っ
た
地
方
行
政
組
織
等
を
指
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
鬼
頭
氏
は
、
「
物
荷
」
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
見
解
の
ほ
か
、
「
俳

漬
」
「
《
丈
」
が
人
名
で
あ
る
こ
と
、
「
百
頭
」
が
職
名
で
あ
る
こ
と
を
推
測

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
、
「
百
頭
」
を
除
け
ば
、
根
拠
が
示
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
②
③
の
固
有
名
詞
を
こ
れ
ま
で
で
最
も
合
理

的
に
解
釈
し
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず

第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、
や
は
り
②
③
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
「
百
頭
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
人
名
（
も
し
く
は
そ
の
一
部
、
特
に
末
尾
に
つ
く
文
字
）

と
し
て
当
時
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、

鬼
頭
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
そ
の
用
字
か
ら
す
れ
ば
、
百
人
の
長
と
い
っ
た

意
味
の
職
名
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
次
に
③
の
「
内
中
」
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
恐
ら
く
「
速
口
」
即
ち
「
内
部
」
と
あ
っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
㈲
は
、
「
内
部
の
百
頭
で
あ
る
上
位
使
の
袖

丈
」
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
㈲
で
あ
る
が
、
　
「
物
萄
」
「
俳
瀕
」

は
、
人
名
か
官
名
か
、
な
お
決
め
手
に
欠
く
、
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
「
物

識
と
い
う
小
里
と
俳
頂
と
い
う
百
頭
」
二
人
、
と
い
う
解
も
可
能
で
あ
る
が
、

小
雪
は
官
位
で
あ
り
、
百
頭
が
職
名
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
っ
ぽ
う
が
官
位

だ
け
を
記
し
、
ま
た
い
っ
ぽ
う
が
職
名
だ
け
を
記
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
よ

り
は
、
小
兄
で
あ
り
百
頭
で
あ
る
一
人
の
人
物
を
記
し
て
い
る
と
考
え
た
ほ

う
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
場
合
、
「
物
筍
と
い
う
小
兄
で
俳
漬
百
頭
」

と
い
う
よ
う
に
、
「
装
荷
」
を
人
名
、
「
俳
論
」
を
職
名
の
一
部
あ
る
い
は
③

の
「
内
部
」
（
そ
う
あ
っ
た
と
し
て
）
と
対
比
で
き
る
も
の
、
と
み
る
か
、
鬼

頭
氏
の
よ
う
に
「
物
荷
小
兄
の
俳
頂
と
い
う
百
頭
」
と
み
る
か
、
二
通
り
考

え
ら
れ
る
。
後
者
は
、
「
俳
漬
」
と
い
う
人
名
の
前
後
に
富
位
・
職
名
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
あ
り
得
な
い
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ

の
い
ず
れ
か
で
は
あ
ろ
う
が
、
限
定
は
で
き
な
い
。
後
考
に
侯
つ
こ
と
に
な

る
。　

次
に
㈲
で
あ
る
が
、
小
品
の
名
が
妾
初
「
文
達
節
」
と
み
ら
れ
た
こ
と
は
、

先
の
浅
見
既
や
葛
城
氏
の
訳
文
に
み
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
鮎
貝
氏
の
解

読
に
よ
っ
て
、
「
節
」
は
人
名
の
一
部
で
は
な
く
、
小
兄
の
名
と
し
て
は
「
文

業
」
で
よ
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
ω
の
問
題
は
そ
れ
で
は
な

く
、
3
1
～
4
2
「
漢
城
下
後
口
」
即
ち
門
漢
城
下
後
部
」
と
い
う
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
る
。
こ
の
句
も
難
解
で
あ
る
が
、
比
定
は
別
に
し
て
「
漢
城
」
が
地
名
で

ユ35 （657）



あ
る
こ
と
、
お
よ
び
「
後
部
」
が
五
部
門
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
間
違

い
な
い
。
と
す
れ
ば
「
下
」
が
ど
う
か
、
で
あ
る
が
、
浅
見
疲
は
「
平
」
と

釈
し
た
た
め
「
漢
誠
平
ぐ
」
と
訳
し
た
。
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
が
、
葛
城
氏

は
、
「
下
」
と
釈
し
つ
つ
も
、
意
味
と
し
て
は
よ
く
似
た
「
漢
城
下
る
」
と
訳

し
て
い
る
。
鮎
貝
氏
は
、
「
漢
城
下
」
と
「
後
μ
」
と
に
わ
け
て
解
釈
し
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
「
下
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
は
わ
か
ら

　
㊧

な
い
。
洪
氏
は
「
下
後
部
」
と
つ
づ
け
て
、
「
漢
城
内
の
行
政
区
域
を
ま
ず
上

下
に
わ
け
て
、
次
に
さ
ら
に
五
部
に
細
分
し
た
こ
と
に
基
因
す
る
の
で
は
な

い
か
」
と
す
る
。
こ
の
う
ち
、
「
漢
城
下
る
」
と
い
う
解
は
、
城
壁
築
造
の

際
に
刻
ま
れ
た
石
刻
の
な
か
の
一
文
と
し
て
、
唐
突
に
す
ぎ
る
た
め
、
ま
ず

除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
洪
氏
の
「
下
後
部
」
は
、
洪
氏
が
「
漢
城
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
に
比
定
し
て
い
る
た
め
、
王
都
に
お
け
る
区
分
と
し
て
理
解

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
そ
の
よ
う
な
細
分
に
つ
い
て
は

全
く
明
証
が
な
く
、
考
え
難
い
も
の
で
あ
る
。
「
漢
城
し
が
王
都
で
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
で
は
、
「
漢
城
下
後
部
」
は
ど
の
よ
う
に
理

解
す
べ
き
か
。
こ
れ
は
、
確
言
は
で
き
な
い
が
、
や
は
り
「
漢
域
下
」
と
「
後

部
」
と
に
わ
け
る
べ
き
で
あ
り
、
「
漢
域
下
」
は
「
漢
城
の
城
下
偏
と
い
っ
た

意
味
に
解
し
て
お
く
の
が
穏
当
の
よ
う
に
思
う
。

　
最
後
に
⑤
で
あ
る
が
、
崔
氏
は
、
先
に
示
し
た
訳
文
で
も
推
察
さ
れ
る
よ

う
に
、
「
加
群
し
を
急
雷
の
名
と
み
、
こ
の
「
加
群
」
一
人
を
記
し
て
い
る

と
み
る
。
そ
の
揚
合
「
卦
婁
蓋
切
」
は
、
ω
の
「
漢
城
下
後
部
」
と
同
様
に

「
地
名
ま
た
は
宮
職
名
と
推
定
」
し
て
い
る
。
「
真
手
」
が
五
部
の
一
つ
で
あ

　
　
⑳

る
こ
と
、
お
よ
び
「
潴
群
」
を
人
名
と
み
る
こ
と
は
異
論
が
な
か
ろ
う
。
問

題
は
「
薄
切
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
も
人
名
で
あ
る
と
み
れ
ば
、
い

っ
ぽ
う
が
部
名
だ
け
を
記
し
、
ま
た
い
っ
ぽ
う
が
官
位
だ
け
を
記
す
こ
と
に

な
る
。
従
っ
て
、
羅
氏
も
想
定
す
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
職
名
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
具
体
的
に
ど
う
で
あ
る
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
以
上
、
追
究
し
う
る
限
り
で
、
固
有
名
詞
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。
そ
の

結
果
ω
～
㈲
い
ず
れ
も
、
監
督
者
と
し
て
一
人
の
名
を
記
し
て
い
る
、
と
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
、
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
ω
～
⑤
の

お
よ
そ
の
訳
を
試
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
（
傍
線
は
人
名
）
。

　
ω
己
丑
（
酉
P
）
年
五
月
廿
八
日
に
工
事
を
始
め
、
西
に
向
か
っ
て
十
一

　
　
里
は
、
小
兄
で
心
夫
の
若
衆
利
が
〔
監
督
し
て
〕
造
作
す
る
。

　
②
己
酉
年
□
（
三
P
）
月
昔
一
日
、
こ
こ
か
ら
東
に
向
か
っ
て
十
ご
里
は
、

　
　
物
事
小
鼠
で
あ
る
磁
土
と
い
う
百
頭
（
あ
る
い
は
、
物
筍
と
い
う
賢
兄

　
　
で
俳
瀕
百
頭
）
が
、
造
作
を
指
揮
監
督
す
る
。

　
㈲
己
丑
（
酉
2
）
年
三
月
廿
一
日
、
こ
こ
か
ら
□
（
薦
P
）
に
向
か
っ
て

　
　
二
黒
は
、
内
中
（
内
心
2
）
の
百
頭
で
上
位
使
の
余
算
が
、
造
作
を
指

　
　
揮
監
督
す
る
。

　
㈲
丙
戌
十
二
月
に
、
漢
即
下
に
い
る
後
部
の
小
兄
で
あ
る
文
達
が
監
督
し
、
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こ
こ
か
ら
西
北
方
を
受
け
も
つ
。

⑥
卦
婁
の
蓋
切
で
小
職
の
二
百
が
〔
監
督
し
て
〕

　
上
に
里
四
尺
を
治
す
。

こ
こ
か
ら
東
に
廻
っ
て

　
　
　
　
2
　
城
壁
石
刻
の
年
代

　
そ
れ
で
は
次
に
、
城
壁
石
刻
が
い
つ
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
年
代
を

考
え
た
い
。
そ
の
場
合
に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
石
刻
ω
～
㈲
の
う
ち
四

例
ま
で
が
、
冒
頭
に
年
の
干
支
を
冠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
ω
㈲

の
「
己
丑
」
、
②
の
「
己
酉
」
、
ω
W
の
「
丙
戌
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
具
体
的

に
い
つ
を
指
す
の
か
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
六
〇
年
毎

に
同
じ
干
支
の
年
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
定
は
必
ら
ず
し
も

容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
そ
の
前
提
と
し
て
、
別
の
条
件
か
ら
、
年
代
を
限

定
し
て
お
き
た
い
。

　
城
壁
石
刻
が
高
句
麗
時
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
、

「
愚
兄
」
「
上
位
使
」
と
い
っ
た
高
句
麗
の
官
位
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
は
研
究
史
の
は
じ
め
か
ら
指
摘
さ
れ
て

き
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
徳
興
里
古
墳
の
墓
主
（
被
葬
者
）
某

　
　
　
　
　
　
　
⑳

氏
鎮
の
墨
書
の
墓
誌
の
な
か
に
、
鎮
が
歴
任
し
た
官
名
の
一
つ
と
し
て
、
「
小

大
兄
」
が
み
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
小
な
る
大
兄
し
と
い
う
こ
と
で
、
「
大

兄
」
か
ら
分
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
即
ち
「
小
童
」
を
指
す
と
考
え
て

よ
か
ろ
や
墓
誌
に
よ
れ
ば
・
警
7
永
楽
丈
年
」
（
四
〇
八
）
に
葬
ら
れ

　
　
⑫

て
お
り
、
「
年
七
十
七
麗
焉
」
と
い
う
か
ら
、
鎮
が
「
小
大
兄
」
で
あ
っ
た
の

は
、
四
世
紀
後
半
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
五
世
紀
初

に
は
確
実
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
小
大
兄
」
と

「
小
兄
」
と
の
表
記
の
違
い
に
時
間
的
な
差
が
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
と
に
か
く
、
こ
の
「
小
大
兄
」
の
初
見
例
を
ふ
ま
え
て
、
「
小
兄
」

は
四
世
紀
後
半
～
五
世
紀
初
よ
り
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
お
く
。
と

い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
「
小
兄
」
を
明
記
す
る
石
刻
の
年
代
も
、
そ
の
よ
う

に
限
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
城
壁
石
刻
は
、
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も

ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
街
の
城
壁
、
あ
る
い
は
そ
の
附
近
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
帯
街
に
は
、
前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、
高
句
麗
最
後
の
王
都
と
し
て
の
長
安
城
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
街
に
は
、
後
代
に
も
城
壁
が
築
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
が
、
右
記
の
石
刻
自
体
か
ら
得
ら
れ
る
限
定

条
件
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ぼ
、
ほ
ぼ
長
安
城
の
も
の
と
認
め
て
よ
い
こ
と

に
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
城
壁
石
刻
が
高
句
麗
長
安
城
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
な
ら
ば
、
そ
の
年
代
は
さ
ら
に
限
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
前
稿
で
確
認

し
た
よ
う
に
、
中
国
史
書
の
み
に
拠
っ
て
も
、
長
寿
王
遷
都
の
平
壌
城
（
大
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城
山
城
方
面
）
か
ら
長
安
城
へ
の
遷
都
は
、
周
代
か
ら
晴
代
に
か
け
て
、
即

ち
六
世
紀
後
半
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
た
。
そ
し
て
そ

の
結
果
、
冒
頭
に
も
掲
げ
た
『
三
国
史
記
』
の
長
安
城
遷
都
記
事
が
、
ほ
ぼ

信
頼
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
得
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

『
三
国
史
記
』
の
伝
え
る
、
五
五
二
年
築
城
・
五
八
六
年
遷
都
と
い
う
二
つ

の
年
次
は
、
城
壁
石
刻
の
年
代
を
考
え
る
場
合
の
重
要
な
手
掛
り
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
な
お
、
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
年
代
を
考
え
る

こ
と
は
避
け
、
右
記
の
中
国
史
書
の
み
か
ら
得
ら
れ
た
六
世
紀
後
半
遷
都
と

い
う
限
定
条
件
を
ふ
ま
え
て
、
干
支
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
干
支
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
考
説
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま

ず
「
己
丑
」
を
め
ぐ
る
考
説
を
と
り
あ
げ
て
整
理
し
、
そ
の
上
で
私
見
を
述

べ
る
こ
と
と
す
る
。

　
そ
の
「
巴
丑
」
で
あ
る
が
、
②
も
近
年
に
至
る
ま
で
は
「
己
丑
」
と
読
ま

れ
て
き
た
た
め
、
ω
や
㈲
と
一
括
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
『
海
東
金
石
苑
』

に
引
く
金
正
喜
の
題
言
で
は
、
ω
②
を
一
括
し
て
「
此
己
丑
、
当
為
長
寿
時
」

　
　
　
　
⑭

と
し
て
い
る
。
長
寿
王
代
の
己
丑
は
、
そ
の
三
七
年
（
四
四
九
）
で
あ
る
。

ま
た
『
三
韓
金
石
録
』
で
は
、
こ
れ
の
み
②
㈹
を
一
括
し
て
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
「
黒
蓋
」
に
み
え
る
都
城
関
係
史
料
を
列
挙
し
た
の
ち
「
皆
与
己

丑
無
酬
渉
、
剛
則
此
刻
巌
在
長
蘇
脚
薫
時
、
特
訓
於
史
耳
、
　
『
口
腹
即
長
窯
雲
譲
三
ふ
1
六

年
、
当
⊥
甲
閑
四
｛
六
文
帝
｝
兀
嘉
二
十
六
年
、
魏
太
平
真
零
十
年
也
」
　
（
「
長
寿
王
三

十
六
年
」
は
鍮
伝
称
元
）
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
街

に
、
長
寿
王
遷
都
の
平
壌
城
が
あ
っ
た
と
み
る
当
隣
の
考
え
か
た
に
従
っ
て
、

石
刻
の
年
代
を
長
寿
王
代
に
比
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
四
四
九
年
説
に
対
し
、
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
は
、
ω
②
と
も
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耳
　
　
　
　
　
　
⑯

「
推
定
高
勾
麗
平
原
王
十
一
年
巳
丑
」
と
す
る
。
五
六
九
年
説
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
う
推
定
し
た
理
由
は
記
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
編
者
の
一
人
で
あ
る

皇
城
末
治
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ω
と
②
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
「
平
壌
城
修

築
の
区
域
・
方
向
を
定
め
た
も
の
」
で
あ
り
、
「
高
句
麗
が
三
度
目
に
平
壌
へ

都
を
遷
し
た
の
は
長
寿
王
十
五
年
で
平
原
王
二
十
八
年
に
至
る
百
五
十
九
年

の
間
は
国
都
で
あ
っ
た
。
其
の
閲
に
於
て
己
丑
に
豪
る
歳
を
討
ぬ
れ
ば
長
寿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

王
三
十
七
年
と
平
原
王
十
一
年
己
丑
と
に
当
る
が
前
後
周
囲
の
事
情
よ
り
考

、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

察
し
て
平
原
王
十
一
年
己
丑
と
推
定
す
る
」
（
傍
点
田
中
）
と
い
う
。
こ
う
い

う
条
件
な
ら
ば
、
文
盗
王
一
八
年
（
五
〇
九
）
も
候
補
に
な
り
得
る
が
、
な

ぜ
そ
れ
を
除
外
す
る
の
か
朗
ら
か
で
な
い
。
ま
た
、
「
前
後
周
囲
の
事
情
」

も
不
詳
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
五
六
九
年
説
も
、
結
局
は
、
先

の
四
四
九
年
説
と
同
様
に
、
長
寿
王
遷
都
の
平
壌
城
が
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
街
に

あ
っ
た
と
み
る
眠
来
の
考
え
か
た
に
制
約
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
市
街
に
あ
っ
た
の
は
長
安
城
で
あ
る
と
の

新
た
な
考
え
か
た
に
立
っ
て
、
石
刻
の
年
代
を
考
え
た
の
は
、
恐
ら
く
黄
填

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

氏
が
最
初
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
今
の
と
こ
ろ
、
黄
氏
の
論
文
を
入
手
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高句麗長安城城壁石刻の基礎的研究（田中）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
き
な
い
た
め
、
確
言
は
で
き
な
い
が
、
察
雪
国
氏
の
論
文
に
引
用
さ
れ
た

そ
の
結
論
は
、
五
六
九
年
か
六
二
九
年
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
六
二
九

年
を
も
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
長
寿
王
遷
都
の
平
壌
城
と
み
た

の
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
承
け
て
、
そ
う
し
た
観
点

か
ら
嵩
め
て
五
六
九
年
説
を
主
張
し
た
の
が
蒙
煕
国
書
で
あ
っ
た
。
た
だ
し

そ
の
場
合
、
陛
下
の
両
説
を
あ
げ
て
、
「
そ
の
中
で
五
六
九
年
の
《
己
妻
》
年

に
築
城
し
た
事
実
を
記
録
し
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
嘉
で
あ
る
」
と
す
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

み
で
、
積
極
的
な
理
由
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
は

『
三
国
史
記
』
の
記
事
と
あ
わ
せ
て
、
築
城
の
経
緯
を
考
え
て
い
る
た
め
、

『
三
国
史
記
』
の
記
事
を
前
提
と
し
て
特
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
想
像
す

る
こ
と
は
で
き
る
。

　
黄
氏
以
後
、
察
氏
と
は
違
っ
て
、
四
四
九
年
説
を
紹
介
し
つ
つ
も
、
「
平

壌
城
を
造
っ
た
と
い
う
三
国
史
記
の
記
録
だ
け
を
根
拠
に
し
て
そ
の
年
代
を

推
定
す
る
の
は
甚
だ
難
し
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
一
地
名
が
必
ら
ず
一
地

方
に
限
る
も
の
で
な
く
、
第
二
に
一
城
を
必
ら
ず
一
度
だ
け
造
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
と
も
な
い
た
め
で
あ
る
」
と
す
る
洪
起
文
氏
の
指
摘
も
あ
る
が
、
鄭
燦
永

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

・
演
義
林
両
氏
は
、
薄
日
同
様
、
五
六
九
年
説
を
支
持
し
て
い
る
。

　
以
上
、
「
己
丑
」
に
つ
い
て
は
、
　
こ
れ
ま
で
、
四
四
九
年
説
・
五
六
九
年

説
・
六
工
九
年
説
の
三
説
、
た
だ
し
五
六
九
年
説
は
、
そ
の
内
実
か
ら
す
れ

ぼ
、
二
三
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
、
結
局
四
説
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
こ
の
う
ち
石
刻
が
長
寿
王
遷

都
の
平
壌
城
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
所
説
は
、
も
は
や
成
立
し

な
い
か
ら
、
ま
ず
除
外
で
き
る
。
従
っ
て
、
長
安
城
の
も
の
と
み
る
、
五
六

九
謬
説
と
六
二
九
年
説
と
が
残
る
。
長
安
城
の
築
城
・
遷
都
は
先
に
み
た
よ

う
に
六
世
紀
後
半
と
考
え
て
よ
い
が
、
た
だ
そ
の
場
合
、
先
の
洪
氏
の
指
摘

に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
一
城
を
必
ら
ず
一
度
だ
け
造
っ
た
と
」
は
い
え
ず
（
つ

ま
り
こ
れ
は
改
修
工
事
等
が
あ
り
得
る
こ
と
を
聞
題
に
し
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
が
）
、
そ
の
た
め
右
記
の
怪
禽
時
に
限
定
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
か
ど

う
か
問
題
と
な
ろ
う
。
黄
氏
の
六
二
九
年
説
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
念
頭
に

お
い
て
の
推
定
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
石
刻
全
体
を
あ
わ
せ

考
え
れ
ば
、
非
常
に
大
規
模
な
工
事
で
あ
り
、
六
世
紀
後
半
の
創
築
以
後
、

七
世
紀
中
葉
の
滅
亡
ま
で
に
、
こ
れ
ほ
ど
の
改
修
工
事
が
あ
っ
た
と
想
像
す

る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
石
刻
は
、
六
世
紀
後
半
の
長
安

城
創
築
蒔
の
も
の
と
み
て
、
全
く
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え
る
。

　
結
局
、
「
己
丑
」
は
、
黄
落
の
一
説
以
来
の
、
五
六
九
年
と
み
る
の
が
、

最
も
妥
当
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
こ
れ
ま
で
の
同
説
は
、
長
安
誠
が
ピ

ョ
ン
ヤ
ン
市
街
に
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
城
壁
石
刻
が
確
か
に
長
安
城
の
も

の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
充
分
な
証
明
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
点
が
問

題
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
ま
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
固
鎚
国

氏
ら
が
、
『
三
国
史
記
』
に
拠
っ
て
石
刻
の
年
代
を
導
き
つ
つ
、
『
三
国
史
記
』
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不
信
の
遷
都
否
定
説
に
対
す
る
批
判
を
、
そ
の
石
刻
を
用
い
て
行
な
っ
て
い

　
　
　
　
⑫

る
点
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
循
…
環
論
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
結
論
と
し
て
は
正

し
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
方
法
に
は
問
題
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

　
そ
こ
で
『
三
国
史
記
』
の
記
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
石
刻
の
年
代
を
裏
づ

け
る
史
料
と
い
う
よ
り
は
、
石
刻
と
あ
い
ま
っ
て
、
つ
ま
り
互
い
に
補
完
し

あ
っ
て
、
築
造
の
年
代
・
経
緯
等
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
、
右
の
よ
う
な
形
で
求
め
ら
れ
た
石
刻
の
年
代
が
、
『
三
国
史

記
』
の
記
事
と
矛
盾
な
く
対
応
す
る
こ
と
は
、
『
三
国
史
記
』
の
記
事
の
信
愚

性
を
い
っ
そ
う
高
め
る
も
の
で
あ
る
と
、
あ
ら
た
め
て
評
価
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　
以
上
、
「
己
丑
」
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら

も
実
は
、
②
と
同
じ
く
「
己
酉
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
己

酉
」
何
如
で
は
、
右
の
考
察
が
徒
労
に
帰
す
こ
と
に
も
な
る
。
次
に
「
己
酉
」

に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　
「
己
酉
」
は
、
近
年
に
な
っ
て
読
み
あ
ら
た
め
ら
れ
た
だ
け
に
、
年
代
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

比
定
し
た
も
の
は
、
井
上
秀
雄
氏
の
五
八
九
年
説
の
み
で
あ
る
。
井
上
氏
は
、

そ
の
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
、
五
八
九
年
と
み
て
問
題
な
い
と
思
う
。
己

酉
年
は
こ
の
前
後
、
五
二
九
年
・
六
四
九
年
と
あ
る
が
、
六
世
紀
後
半
と
い

う
右
の
条
件
か
ら
す
れ
ば
、
五
八
九
年
し
か
な
い
。
そ
の
場
合
、
『
三
国
史

記
』
の
伝
え
る
遷
都
の
五
八
六
年
よ
り
三
年
後
に
な
る
こ
と
が
、
問
題
に
な

る
か
と
も
思
う
が
、
こ
れ
は
矛
盾
で
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
年
代
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
つ
意
義
と
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
が
、
と
り
あ
え

ず
こ
の
五
八
九
年
説
は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
記
さ
れ
た
干
支
と
し
て
も
う
一
つ
、
㈲
の
「
丙
戌
し
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
発
見
時
に
既
に
、
ω
～
㈲
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
③
は
一
般
に
は
殆
ど

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
捌
で
あ
る
が
、
ω
②
と
あ
わ
せ
て
考
え
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
丙
戌
と
己
丑
と
は
、
丙
戌
を
己
丑
の
三
年
前
と
考
え
る

の
が
最
も
近
く
、
そ
の
た
め
あ
わ
せ
て
考
え
る
場
合
に
も
、
そ
れ
以
上
離
し

て
考
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
結
論
と
し
て
も
、
そ
れ
で
正
し
く
、
「
室
温
」

が
五
穴
九
年
で
よ
い
か
ら
、
「
丙
戌
」
は
五
六
六
年
で
よ
い
こ
と
に
な
る
。

　
ω
を
紹
介
し
た
浅
見
倫
太
郎
氏
は
、
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
釈
読
を
誤
り

は
し
た
が
、
㈲
の
書
風
が
、
　
「
太
玉
響
附
近
に
散
在
せ
る
瓦
片
の
笛
先
議
宇

と
其
趣
致
を
同
じ
く
す
る
」
こ
と
か
ら
、
広
開
土
王
（
欝
二
王
）
の
時
代
と

「
比
較
的
遠
か
ら
ざ
る
晴
代
の
遺
物
」
と
み
、
「
長
寿
王
（
好
太
王
の
子
）
の

二
十
三
年
丙
戌
な
り
と
推
測
」
す
る
。
「
二
十
三
年
丙
戌
」
は
「
三
十
三
年
丙

戌
」
（
喩
下
闇
元
）
の
誤
り
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
長
寿
王
三
四
年
、
即
ち
四
四

五
年
説
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
従
来
発
見
の
己
丑
石
刻
も
亦
同
王

の
二
十
六
年
城
壁
修
築
時
の
も
の
と
推
測
す
る
と
一
も
抵
悟
す
る
所
な
し
」

　
　
⑯

と
い
う
。
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高句麗長安城誠壁石刻の基礎的研究（園中）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写
　
　
　
ゆ

　
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
で
は
「
推
定
高
勾
麗
平
原
王
八
年
丙
戌
」
と
し
、

萬
城
末
治
氏
は
そ
の
理
由
を
、
前
簾
で
み
た
よ
う
な
「
漢
域
下
る
」
と
の
解

　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

釈
に
基
づ
い
て
、
「
丙
戌
の
歳
に
漢
誠
を
攻
め
た
と
想
像
せ
ら
る
鼠
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
マ

訪
ぬ
れ
ば
、
長
寿
王
三
十
四
年
・
文
書
十
五
年
及
平
原
王
八
年
で
あ
る
が
、

国
都
の
所
在
其
の
他
周
囲
の
事
情
等
よ
り
察
す
る
に
平
原
王
八
年
と
推
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
を
適
当
と
思
ふ
」
と
述
べ
る
。
平
原
王
八
年
は
五
六
六
年
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
「
己
丑
」
を
比
定
す
る
場
合
と
理
由
は
異
な
る
が
、
結
果

的
に
は
と
も
に
、
そ
の
三
年
前
に
「
丙
戌
」
を
あ
て
て
い
る
。

　
そ
の
後
、
黄
懊
氏
に
つ
い
て
は
、
「
丙
戌
」
の
年
代
比
定
を
行
な
っ
て
い
る

か
ど
う
か
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
察
煕
国
士
以
後
は
、
先
の
「
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

丑
」
五
六
九
年
説
と
同
じ
考
え
か
た
で
、
五
六
六
年
説
を
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
洪
情
文
氏
が
、
四
四
六
年
説
を
紹
介
し
つ
つ
、
判
断
を
避
け
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

も
、
先
と
同
様
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
「
巴
丑
」
に
言
及
の
な
い
前
間
恭
作
氏
が
「
年
代
は
高
句
麗
の

文
章
明
王
の
十
五
年
（
五
〇
六
）
同
国
の
最
盛
期
に
於
け
る
遺
物
と
思
は
る
」

　
　
　
　
　
⑳

と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
。

　
以
上
、
「
丙
戌
」
に
つ
い
て
は
、
四
四
六
年
魚
・
五
〇
六
年
説
・
五
六
六

年
説
が
あ
り
、
五
六
六
年
説
は
「
己
丑
」
同
様
、
内
実
か
ら
す
れ
ば
ご
説
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
四
説
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

こ
ち
ら
も
、
五
六
六
年
一
説
を
正
し
い
と
み
て
も
、
『
三
国
史
記
』
の
記
事

と
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
干
支
の
年
代
比
定
は
、
ω
③
の
門
己
酉
」
が
五
六
九
年
、
㈲
の
「
卯

酉
」
が
五
八
九
年
、
¢
D
の
「
丙
戌
」
が
五
六
六
年
、
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
石
刻
の
存
在
に
よ
っ
て
、
『
三
国
史
記
』

の
記
事
が
、
そ
の
係
年
に
至
る
ま
で
、
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
と
し
て
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
干
支
を
冠
さ
な
い
㈲
に
つ
い
て
は
、
文
の
蓑
記
法
・
石
の
磨
き
方
・
書
体

な
ど
が
㈲
と
同
じ
で
あ
り
、
干
支
が
な
い
の
は
「
同
じ
宮
城
壁
を
積
む
蒋
に

は
め
こ
ん
だ
城
石
第
3
（
ω
を
指
す
）
に
」
あ
る
か
ら
略
し
た
も
の
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

㈹
と
同
じ
五
六
六
年
の
も
の
と
推
定
す
る
玄
義
林
氏
の
所
説
も
あ
る
が
、
も

と
よ
り
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
年
代
は
特
定
で
き
な
い
。
し
か
し
ω

～
ω
に
対
す
る
考
察
と
同
様
に
、
同
じ
内
容
を
も
つ
㈲
も
、
六
世
紀
後
半
の

も
の
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
ま
た
、
ω
～
㈲
と
は
性
格
の
異
な
る
⑥
も
、
既
に
信
頼
す
る
に
足
る
『
三

国
史
記
』
と
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
年
代
は
ほ
ぼ
特
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
⑧

結
論
的
に
い
え
ば
、
五
五
二
年
に
築
城
を
始
め
て
か
ら
四
二
年
目
に
あ
た
る

五
九
三
年
の
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
　
張
口
金
『
翰
苑
』
蕃
夷
部
（
竹
内
理
三
校
訂
・
解
説
『
翰
苑
』
〔
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
七
七
年
五
月
〕
影
印
所
収
）
高
麗
条
の
分
註
に
引
く
『
高
麗
記
』
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ぬ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
其
国
建
官
有
九
等
…
・
：
次
上
位
使
者
、
比
正
六
品
、
一
名
諭
達
著
…
…
次
小
声
、
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比
正
七
品
、
一
名
失
支
…
…

　
と
み
え
る
、
「
上
位
使
者
」
と
「
愚
兄
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
前
者
は
第
九

　
位
、
後
者
は
第
一
一
位
で
あ
る
。
高
句
麗
の
官
位
に
つ
い
て
は
、
武
田
率
男
「
高
句

　
麗
官
位
制
と
そ
の
展
開
」
（
『
朝
鮮
学
報
』
八
六
輯
、
一
九
七
八
年
一
月
）
を
参
照
。

②
　
ω
㈹
鶴
㈲
に
同
じ
「
小
兄
」
が
み
え
、
鋤
に
そ
れ
と
あ
ま
り
位
階
差
の
な
い

　
「
上
位
使
」
が
み
え
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
武
田
幸
男
．
前
田
論
文
、

　
四
二
～
三
頁
、
鬼
頭
清
砂
「
高
句
麗
の
畷
家
形
成
と
東
ア
ジ
ア
」
（
『
朝
鮮
史
研
究

　
曲
論
文
集
』
二
一
集
、
一
九
八
四
年
三
月
）
三
六
頁
、
田
中
俊
明
．
第
一
章
註
⑳

　
論
文
、
第
二
章
第
2
節
「
築
城
二
審
を
め
ぐ
る
一
・
こ
の
問
題
」
参
照
。

③
蔦
城
末
治
「
朝
鮮
金
石
文
」
（
『
朝
鮮
史
講
痙
』
四
号
、
朝
鮮
史
学
会
、
京
城
、

　
　
九
二
三
年
一
〇
月
）
二
九
頁
。

④
　
浅
見
倫
太
郎
・
第
一
章
註
⑳
論
文
、
四
六
・
七
頁
。

⑤
　
葛
餅
氏
ら
の
編
に
な
る
『
二
丈
金
石
総
覧
』
上
（
第
一
章
註
⑳
所
掲
）
に
所
掲

　
の
釈
文
（
八
～
九
頁
）
。

⑥
盲
域
末
治
・
註
③
論
文
、
二
七
～
八
頁
。

⑦
r
そ
の
後
、
藤
田
・
鮎
貝
両
氏
の
所
説
に
従
っ
て
改
め
て
い
る
（
葛
城
宋
治
．
第

　
～
章
註
⑳
論
文
、
一
ニ
ニ
～
九
頁
）
。

⑧
鮎
貝
房
之
進
・
鎗
一
章
註
⑯
論
文
、
三
五
五
～
七
、
六
四
～
七
～
頁
。

⑨
洪
起
文
『
司
早
唱
子
』
（
科
学
院
出
版
社
、
平
壌
、
一
九
五
七
年
一
二
月
）
二

　
九
八
～
九
頁
。

⑩
共
和
国
に
お
い
て
も
、
鄭
燦
永
氏
は
洪
起
文
氏
の
解
に
そ
の
ま
ま
従
っ
て
い
る

　
が
（
第
一
幽
県
註
④
論
文
、
　
一
四
頁
）
、
崔
蔑
林
氏
は
む
し
ろ
鮎
貝
氏
の
解
に
近
い

　
（
第
一
章
溢
⑤
論
文
、
一
一
八
頁
）
。

⑪
　
鮎
貝
氏
は
、
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
に
載
せ
る
、
当
練
塀
世
昌
氏
所
蔵
の
石
凋

　
（
即
ち
働
）
を
、
『
海
人
金
石
苑
』
に
載
せ
る
も
の
（
岡
じ
く
②
）
と
比
べ
て
、
詞

　
じ
で
は
な
く
、
前
者
は
「
其
実
物
を
実
見
せ
し
に
甚
だ
疑
は
し
き
も
の
な
り
」
と

　
す
る
。
そ
こ
で
②
の
釈
文
も
後
者
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
金
正

　
喜
の
題
該
の
ω
に
つ
い
て
記
し
た
「
不
可
復
覚
」
と
の
一
文
を
（
第
一
章
第
2
節

　
参
照
）
、
②
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
と
誤
解
し
た
こ
と
に
基
づ
く
誤
り
で
あ
る
。
鮎

　
貝
・
第
一
章
註
⑳
論
文
、
三
五
七
～
八
頁
。
な
お
、
洪
起
文
『
司
早
唱
辛
』
（
註

　
⑨
所
掲
）
二
九
穴
頁
で
も
、
恐
ら
く
そ
れ
を
承
け
て
、
同
様
に
誤
っ
て
い
る
。

⑫
鮎
貝
房
之
進
・
第
　
章
註
㊧
論
文
、
ヨ
五
六
～
七
、
七
二
頁
。

⑭
　
崔
畿
林
・
第
二
章
註
⑤
論
文
、
二
八
頁
。

⑭
　
南
山
新
城
碑
（
第
一
碑
～
第
七
碑
）
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
私

　
な
り
の
釈
文
と
、
諸
研
究
の
整
理
は
、
「
新
羅
の
金
石
文
」
5
～
9
（
『
韓
岡
文
化
』

　
五
巻
九
号
・
＝
号
・
六
巻
一
号
ニ
エ
号
・
五
号
、
一
九
八
三
年
九
月
～
八
四
年

　
五
月
）
に
掲
げ
た
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑯
　
鮎
貝
房
之
進
・
第
一
章
註
⑳
論
文
、
三
七
二
頁
。

⑯
　
洪
起
文
『
司
＝
丁
唱
予
隔
（
註
⑨
所
掲
）
二
九
七
～
八
頁
。

⑰
鬼
頭
清
明
・
註
②
論
文
で
も
、
後
述
の
よ
う
に
「
百
頭
」
に
つ
い
て
記
し
た
あ

　
と
、
「
相
夫
も
こ
れ
と
同
様
な
職
名
と
も
う
け
と
れ
る
」
と
す
る
（
三
七
頁
）
。

⑱
鮎
貝
房
之
進
・
第
二
鼻
註
駒
論
文
、
三
七
一
～
二
頁
、
夢
心
文
『
司
早
唱
子
』

　
（
註
⑨
所
掲
）
二
九
六
頁
。

⑲
鮎
貝
房
之
進
・
第
一
章
註
⑳
論
文
、
三
七
二
頁
。

⑳
洪
起
文
『
最
早
唱
子
』
（
註
⑨
所
掲
）
二
九
六
頁
。
鄭
三
振
・
第
一
章
④
論
文
、

　
一
三
頁
、
崔
貌
林
・
第
一
章
註
⑤
論
文
、
三
一
買
で
も
、
同
じ
誤
り
を
く
り
か
え

　
し
て
い
る
。
た
だ
崔
義
林
『
エ
干
調
　
碧
曾
碧
』
（
第
一
章
註
⑨
所
掲
）
一
六
～

　
七
頁
で
は
、
鮎
貝
氏
と
同
じ
に
改
め
て
い
る
。

⑳
　
鬼
頭
段
は
そ
の
釈
文
を
、
私
の
第
｝
章
註
①
論
文
に
所
掲
の
そ
れ
に
拠
っ
て
い

　
る
が
、
そ
こ
に
誤
記
が
あ
っ
た
た
め
、
鬼
頭
氏
も
そ
の
誤
り
を
踏
襲
す
る
形
に
な

　
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
私
の
ミ
ス
で
あ
り
、
鬼
頭
氏
や
他
の
利
用
者
に
も

　
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
お
わ
び
し
た
い
。

＠
　
鬼
頭
清
明
・
註
②
論
文
、
三
六
～
七
頁
。

⑫
　
同
型
購
、
　
一
二
轟
ハ
｝
貝
。
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高句麗長安城城壁石刻の基礎的研究（田中）

＠
　
こ
の
「
漢
城
」
に
つ
い
て
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
費
海
南
道
の
載
寧
に
あ
て
る

　
の
が
よ
い
と
思
う
。
そ
れ
は
吉
田
光
男
疵
の
ご
教
示
が
手
掛
り
と
な
っ
た
の
で
あ

　
る
が
、
詳
細
は
田
中
俊
明
・
第
三
畢
註
⑩
論
文
、
第
二
章
第
2
節
「
築
城
工
事
を

　
め
ぐ
る
一
・
二
の
問
題
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
　
葛
城
氏
に
よ
れ
ば
、
鮎
貝
氏
も
「
漢
域
下
る
」
と
訳
し
て
い
る
と
い
う
が
（
第

　
盗
皐
註
⑳
論
文
、
～
二
三
頁
〕
、
鮎
貝
氏
の
第
一
章
註
働
論
文
の
限
り
で
は
、
鮎

　
貝
氏
が
「
下
」
を
ど
う
よ
ん
だ
か
、
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
。

⑳
　
洪
起
文
『
司
早
唱
辛
』
（
註
⑨
所
掲
）
二
九
八
頁
。
な
お
こ
れ
は
、
鮎
貝
氏
が

　
既
に
「
此
の
「
漢
城
」
は
無
論
今
の
平
壌
即
ち
当
時
の
高
句
麗
王
都
名
を
称
し
た

　
る
な
り
」
と
し
て
お
り
（
第
　
章
・
註
⑳
論
文
、
三
六
一
頁
）
、
そ
れ
に
従
っ
た
も

　
の
と
思
わ
れ
る
。

⑳
　
五
部
は
王
都
だ
け
の
区
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
武
田
幸
男
・
第
一
章
註

　
⑱
論
文
、
一
二
八
～
四
三
買
参
照
。

⑱
　
崔
義
林
∵
第
一
章
註
⑤
論
文
、
二
八
頁
。

⑳
桂
婁
部
（
内
部
）
を
指
す
。
第
一
章
註
⑱
参
照
。

⑳
　
照
申
俊
明
「
徳
盲
愛
壁
面
古
墳
の
感
温
銘
に
つ
い
て
」
（
『
朝
鮮
史
研
究
会
会
報
』

　
五
九
号
、
　
一
九
八
○
年
七
月
）
七
頁
参
照
。

⑳
武
田
幸
男
・
一
叢
阜
註
⑱
論
文
、
七
一
頁
（
補
註
）
。

⑫
　
正
確
に
は
「
十
二
月
辛
酉
訓
解
五
日
乙
酉
」
で
あ
り
、
厳
密
に
い
え
ば
、
既
に

　
四
〇
九
年
で
あ
る
が
、
「
永
楽
十
八
年
」
の
殆
ど
は
照
○
八
年
に
属
す
る
た
め
、
こ

　
こ
で
も
便
宜
的
に
四
〇
八
年
と
し
て
お
く
。

⑳
　
『
三
園
史
記
』
巻
　
八
・
高
句
麗
本
紀
第
六
・
故
国
原
王
四
年
初
三
三
閥
）
秋

　
八
月
条
に
は
「
増
築
平
嬢
城
」
と
あ
り
、
同
～
三
年
（
三
四
三
）
秋
七
月
条
に
は

　
「
移
居
平
壌
東
黄
城
」
と
あ
る
。
四
世
紀
後
半
以
降
と
す
る
年
代
観
に
は
、
わ
ず

　
か
に
適
合
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
が
全
く
無
関
係
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
た
だ
、
例
え
ば
李
一
軍
「
高
句
麗
東
黄
城
考
」
（
同
氏
『
韓
国
古
代
史
研
究
』
〔
博

　
英
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
七
六
年
三
月
〕
所
収
。
初
出
は
『
東
国
史
学
』
四
輯
〔
ソ

　
ウ
ル
、
　
一
九
五
穴
年
∴
二
月
〕
。
な
お
同
氏
『
韓
園
古
代
史
研
究
－
古
代
史
上
の
諸

　
問
題
1
』
〔
学
生
社
、
　
一
九
八
○
年
一
二
月
〕
所
収
の
阿
名
論
文
は
、
前
渚
の
改

　
稿
で
あ
る
）
で
は
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
で
は
な
く
、
禿
魯
江
中
流
の
江
界
に
あ
て
る
な

　
ど
、
比
定
も
一
定
し
て
お
ら
ず
、
今
媛
の
課
題
の
一
つ
と
い
え
る
。

⑧
　
劉
承
事
重
校
本
（
第
一
章
註
②
参
照
）
で
は
「
此
己
丑
、
当
為
長
寿
王
」
と
改

　
め
て
い
る
。
ま
た
劉
承
幹
自
身
も
そ
の
説
に
従
っ
て
い
る
。

⑳
　
　
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
（
第
一
章
註
⑳
所
掲
）
一
二
・
二
六
頁
。

⑳
　
薦
城
末
治
・
註
③
論
文
、
二
九
頁
。
岡
氏
・
第
一
章
註
⑳
論
文
、
一
二
七
頁
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
は
、
文
章
を
少
し
改
め
て
は
い
る
が
、
隅
金
野
で
あ
る
。
な
お
文
中
コ
ニ
度
目
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
平
壌
へ
都
を
遷
し
た
の
は
」
と
あ
る
が
、
後
者
で
は
「
二
度
爵
」
と
改
め
て
い
る
。

　
そ
の
場
合
の
一
度
厨
と
は
、
註
⑳
所
掲
の
「
移
居
平
壌
東
回
城
」
を
指
し
て
い
る
。

⑰
黄
昏
「
エ
ユ
ー
電
訓
　
エ
呈
」
（
あ
る
い
は
「
エ
干
司
　
エ
三
（
調
。
噛
関
下

　
エ
）
」
。
私
の
前
稿
、
第
1
節
註
⑳
参
照
）
。

⑳
　
察
熈
国
・
第
一
章
註
④
論
文
、
二
一
頁
。

⑳
　
同
前
。

⑩
　
墨
蹟
文
『
司
早
唱
テ
』
（
註
⑨
所
報
）
二
九
五
～
六
頁
。

⑪
　
郷
燦
永
・
第
二
早
註
④
論
文
、
　
一
三
頁
、
崔
義
林
・
第
一
章
註
⑤
論
文
、
二
九

　
頁
、
同
氏
『
エ
テ
調
　
圏
誓
有
』
（
第
一
章
註
⑨
所
掲
）
一
八
頁
。

＠
薬
熈
国
『
劇
相
、
壁
三
戸
釧
ー
エ
「
τ
悪
筆
揖
噌
塾
譜
唱
子
』
（
朝

　
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
社
会
科
学
院
考
古
及
び
民
俗
学
研
究
所
　
遣
跡
発
掘
報

　
告
第
九
輯
。
社
会
科
学
院
出
版
社
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
、
一
九
六
四
年
六
月
）
八
四
頁
。

⑬
　
井
上
秀
雄
・
第
　
図
無
⑳
第
二
論
文
、
一
七
五
頁
。

⑭
　
田
中
俊
明
・
第
一
章
註
⑭
論
文
、
第
二
章
第
1
節
「
長
安
城
算
盤
の
経
緯
」
参

　
照
。

⑮
　
浅
見
倫
太
郎
・
第
一
章
註
⑳
論
文
、
四
七
頁
。

⑯
　
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
（
第
一
章
註
⑳
醗
掲
）
八
頁
。

⑰
　
蔦
城
末
治
・
註
③
論
文
、
二
八
頁
（
旧
註
省
賂
）
。
な
お
附
記
（
二
九
頁
）
に
は
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マ
マ

　
「
三
園
史
認
高
勾
麗
本
記
文
啓
王
十
六
年
前
条
に
百
済
の
漢
城
を
攻
め
た
記
事
が

　
あ
る
が
或
は
此
歳
に
擬
せ
ら
れ
ぬ
で
も
な
い
」
と
す
る
が
、
同
氏
・
第
一
評
註
⑳

　
論
文
で
は
、
そ
う
し
た
考
え
は
み
ら
れ
な
い
。

⑯
註
⑳
・
＠
に
同
じ
。

⑲
註
⑩
に
同
じ
。

⑩
　
晶
削
㎜
圓
恭
作
u
『
古
鮮
冊
説
…
』
（
｛
果
洋
文
庫
濫
取
州
判
焔
第
十
～
、
　
一
九
五
六
年
三
月
）
第
工

　
冊
、
六
六
七
頁
。
な
お
註
⑰
所
掲
の
葛
黒
氏
の
　
説
は
、
こ
の
壁
間
氏
の
説
に
通

　
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑪
　
恐
ら
く
黄
雲
氏
は
、
六
二
六
年
説
も
提
示
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
が
、
も
し

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
五
説
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

⑫
　
崔
義
義
．
第
一
章
註
⑤
論
文
、
二
九
頁
。
な
お
同
氏
『
エ
干
司
　
碧
醜
。
層
』

　
（
第
一
章
註
⑨
上
掲
）
で
は
、
凶
と
「
隅
じ
年
か
殆
ど
同
じ
時
期
の
も
の
」
と
し

　
て
い
る
（
二
〇
頁
）
。
ま
た
、
李
蘭
膜
編
『
韓
国
金
石
文
追
補
』
（
中
央
大
学
校
出

　
版
部
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
六
八
年
一
一
月
）
で
も
「
推
定
高
句
麗
平
原
王
八
年
（
西

　
三
五
六
六
）
」
と
し
て
い
る
が
（
二
八
三
頁
）
、
こ
れ
ら
は
恐
ら
く
崔
氏
の
所
説
に

　
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

翻
　
田
中
俊
明
・
第
　
章
註
⑩
論
文
、
第
二
章
第
1
節
「
長
安
城
築
域
の
経
緯
」
参

　
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
二
章
8
節
に
分
か
っ
て
、
高
句
麗
長
安
城
城
壁
石
刻
の
発
見
経
緯

．
発
見
地
点
．
釈
文
・
解
読
・
年
代
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
論

を
あ
ら
た
め
て
く
り
か
え
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
以
上
の
検
討
を
経
て
ば
じ

め
て
、
城
壁
石
刻
を
、
長
安
城
の
築
城
と
遷
都
を
め
ぐ
る
問
題
を
追
究
す
る

た
め
の
基
本
史
料
と
し
て
、
批
判
に
堪
え
得
る
形
で
提
示
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
考
え
る
。

　
し
か
も
、
既
に
前
稿
に
お
い
て
、
中
国
史
書
を
通
し
て
そ
の
史
料
的
価
値

を
認
め
た
、
『
三
国
史
記
』
の
長
安
城
築
城
・
遷
都
記
事
に
つ
い
て
も
、
こ

こ
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
の
価
値
を
ほ
ぼ
確
定
し
得
た
と
考
え
る
。

　
従
っ
て
残
る
課
題
は
、
こ
れ
ら
を
通
し
て
長
安
城
の
平
爾
構
造
や
築
城
の

経
緯
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
考
え
、
さ
ら
に
は
遷
都
に
至
っ
た
事
情
・
背

景
や
遷
都
の
意
義
等
を
追
究
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
、

こ
こ
で
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
稿
を
改
め
て
追
究
し
た
い
と
思
う
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
一
九
八
三
年
＝
月
三
日
に
東
洋
史
研
究
会
大
会

　
（
於
京
大
会
館
）
で
報
告
し
た
「
高
句
麗
長
安
城
問
題
再
考
」
の
本
論

　
部
分
の
前
半
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
半
も
改
稿
発
表
の
予
定
で

　
あ
る
。
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
貴
重
な
資
料
の
掲
載
を
ご
許
可
い
た

　
だ
い
た
黄
寿
永
・
船
越
昭
生
・
永
島
暉
臣
慎
の
諸
先
生
、
種
々
ご
教
示

　
い
た
だ
い
た
堀
田
啓
一
・
坂
元
義
種
・
高
寛
敏
・
吉
田
光
男
・
千
田
剛

　
道
・
李
成
市
・
吉
田
敏
弘
の
諸
先
生
諸
氏
に
、
文
末
な
が
ら
記
し
て
、

　
感
謝
の
意
を
訂
す
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
研
修
貴
　
長
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